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はじめに 
 

私たちは、「不同意性交」が性犯罪になるという英国の話をうかがい、その歴史的経
緯や、実際の運用について知りたいと思っていました。そのときに、Spring のイベン
トに登壇くださった、英国・オックスフォード大学の研究者であるモルナー裕子さん
が、Spring メンバーが英国に視察に行くことができるよう、研究資金を獲得してくだ
さいました。そして、モルナー裕子さんをはじめとした、本当に多くの在英日本人の
方々が、Spring の視察にボランティアとしてご協力くださいました。 

ご協力くださいました皆さまが、Spring のニーズを聞き取り、視察先との様々な調
整をしてくださいました。それだけではなく、視察先への質問状の翻訳、事前勉強会、
事前勉強会のための資料の翻訳、現地でのチャリティイベントなど、多岐にわたりご
協力くださり、それらがなければ、この視察は実現しませんでした。視察に赴く際に、
こうした勉強会や事前準備のおかげで、現地で実りあるディスカッションを行うこと
ができました。日本の現状を変えるお手伝いをというお気持ちで、とてもお忙しい中
ご協力くださいました皆さまに、何よりの感謝を申し上げます。 
 
 また、駐日英国大使館や外務省、そのほか多くの皆さまにも、大変お世話になりま
した。事前に様々なことを学ぶ機会をいただき、そして現地でも（トラブルなどにも）
相談に乗っていただきました。安全に、安心して、英国で充実した視察を行うことが
できたことは、お力をお貸しくださいました皆さまあってのことです。本当に有難う
ございました。 
 
 そして、日々多忙な業務を抱える中、私どもの対応をしてくださいました現地機関
の皆さま、およびインタビューにご協力くださいました皆様に、心より御礼申し上げ
ます。 
 
 視察には、Spring のスタッフだけではなく、弁護士や記者、臨床心理士、国会議員
など、様々な職種のメンバーが参加しました。一週間、英国の性暴力被害者支援の実
情や法制度の実際を学び、日本の性暴力被害者支援についてディスカッションを重ね
たことは、視察に参加したメンバーにとってこの上ない学びとなりました。 
 多くの方々のご協力をいただき学ばせていただいたことを、メンバー一同、今後の
活動を通じて、一つでも多く日本に還元できればと思っております。 
 性暴力被害について、日本社会はまだまだ理解がありません。その現状に、心がお
れそうになる日もあります。しかし、共に、この問題に関心を持ってくださる方々が
いることが、大きな心の支えになります。問題は山積していますが、共に考え、性暴
力被害当事者が生きやすい社会を目指して、進んでいければと思っております。 
 

一般社団法人 Spring 視察団一同 
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【視察の日程】 
 
2018 年 7 月 9 日（月） ・ロンドン市内の大学にて英国に関する勉強会 

  （英国の子どもを保護する制度・法制度について） 
・現地メディアとのディスカッション 
・ご協力くださった在英日本人の皆さまと意見交換、懇親 
 

2018 年 7 月 10 日（火） ・Centre for Women’s Justice 
（女性への暴力に関する支援・啓蒙団体） 

・NHS（National Health Service：国営医療サービス事業） 
  （医療ニーズに対して公平なサービスを提供する機関） 
・DVIP（Domestic Vilence Intervention Project） 

（パートナーからの性暴力被害者支援機関） 
・The Havens（SARC 性暴力専門医療機関） 
・ソーシャルワーカーとディスカッション 
 

2018 年 7 月 11 日（水） ・内務省 
・メディア関係者とディスカッション 
・日英大和基金での日本の性暴力に関するイベント 
・チャリティイベント 
 

2018 年 7 月 12 日（木） ・レイプクライシスセンター（北ロンドン） 
・ウェストミンスター裁判所内 
  証人サービス 
  ヴィクティムサポート 
 

2018 年 7 月 13 日（金） ・元司法関係者のお話 
・レイプクライシスセンター（南ロンドン） 
 

 
＊視察参加者は、Spring スタッフ、弁護士、臨床心理士、記者、国会議員等でした。 
＊そのほか、子どもに関する施設を見学に行ったメンバー、現地の研究者や、英国の性暴力
被害者支援や法制度を知る様々な方々とディスカッションを行ったメンバーもいました。 
＊なお、本視察の旅費の一部には、モルナー裕子さんが取得された大和日英基金の助成金が
使用されています。また、文部科学省科学研究費補助金（17K04441）を使用し、性暴力被害
者支援に関する研究の一環として参加した者もいました。 
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Ⅰ－１ 
 

被害者を中心に据えた性犯罪法： 
 
 

内務省及び法務担当者 
 
 

 
HOME OFFICE（内務省） 

 

 

 

まとめ：寺町東子 
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概要 

HOME OFFICE（内務省）で、被害者戦略全体

を立案する内務省担当者と、性犯罪法を実際

に運用する法務省担当者から話を伺った。 

 イギリスでは、あらゆる犯罪の被害者に関

する戦略（Victim Strategy）並びに、女性と

女児に対する暴力を根絶する戦略（Ending 

Violence against Women and Girls Strategy）

に基づいて、様々な被害者支援サービスが提

供されている。（訪問後の 2018 年 9 月に新し

い「犯罪被害者戦略」が公表された。） 

これらの戦略の究極の目的は、犯罪被害に

あった人が、司法によって犯罪被害として扱

われると同時に、必要なセラピーが行われ、

そして被害者が回復することと位置付けられ

ている。このため、有罪率よりも、まずは被

害が申告され、起訴されることが大切である、

警察への被害申告の有無にかかわらず被害者

をサポートすることが被害申告につながる、

と仰っていた。 

 

質疑応答 

 

 

Q:2003 年の性犯罪法（以下、「2003 年法」と

いう）の位置づけは？ 

A:2003 年以前から、同意の無い性交はレイ

プと位置づけられていた。 

2003 年法で、同意の概念が明確に説明さ

れた。また、弱者－子どもや精神疾患を患っ

ている人たちを、より保護しようとするとこ

ろも違う。性犯罪を犯そうとする人たち、社

会に危害を加えようとする人たちを登録する

ことも含まれている。 

 

Q：2003 年以前、不同意と暴行脅迫のどちら

が構成要件だったのか。 

A：法的な枠組みは 2003 年法が出るまでの

50 年間で非常に大きく変わった。2003 年法

が導入されるまえも不同意性交はレイプと認

識されていた。2003 年法が導入されたこと

により、同意というコンセプトが何を意味す

るのか、より詳細に明確に説明された。 

被害者が 13 歳以下の場合は同意にならな

い、加害者が同意があったと主張することが

できない、ということが明文化された。 

 

Q:イギリスで暴行脅迫が構成要件だったとき

があったか。 

A：性犯罪としてみなすときに、暴行脅迫が

構成要件だったことは、以前からもない。

1845 年以前のコモン・ローだった時代にど

うだったかはわからないが、少なくとも 20

世紀以降には、ない。 

 

 

 

Q:2003 年法の reasonably belief(合理的に

同意と信じた)についてうかがいたい。イギ

リスの刑法も、故意による犯罪を処罰するの

が原則だと理解しているが、2003 年法で

は、加害者が同意していると信じたことに合

理的な理由がない場合に処罰することにな

り、過失犯を処罰するという批判はないの

か。 

A:故意か過失かは問題にはならない。同意が

あると信じたことが合理的かどうかは重要だ

が、合理的理由がなかったことは過失ではな

いし、それが過失かどうかは問題にならな

い。実際に行った行為、何を行ったかが問題

であって、故意か過失かは問題ではない。 

13 歳以下の場合は例外となる。13 歳以下

の場合は加害者が同意があったと信じてい

犯罪構成要件について 

reasonably belief とは 
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る、と訴えることが法的にすでにできない。

これらの例外は法の中で明文化されている。 

 

Q：合理的、の判断基準は誰か。 

A：一般的な、平均的な市民（average 

people）が基準となる。平均的市民が、これ

を同意があったと考えるかによる。 

Q：英国では、故意犯罪を行ったことを処罰

するのではないのか。 

A：故意か過失かではない。2003 年法の 1 条

にあるように。 

 

 

 

Q：日本では裁判官が、一般の人の社会通念

を推測して判決を出すが、英国の裁判官はど

のように平均的な市民の意識を知るのか（判

断が一般認識とずれることはないのか） 

A：裁判に至るまでの全体のプロセスを理解

していただく必要がある。 

最初に警察が合理的な証拠を収集する、そ

して検察に証拠を送る。検察庁では起訴する

ためのマニュアルがある。犯罪者が起訴され

るべきであるのか、起訴されるべきだと思う

ときはどのような犯罪で起訴されるべきかを

検察が決める。それが性犯罪、レイプである

と思われた場合、被告が無罪を主張する場合

は裁判所で陪審員によって裁かれる。陪審員

は 12 人いる。全員に証拠が共有される。裁

判官の責任は、共有された証拠が合法である

か、公正にフェアにかたよりがない証拠が陪

審員に共有されていることを確認することで

ある。有罪かどうかを決めるのは陪審員であ

る。 

 
1Legal Guidance, Sexual offences
（https://www.cps.gov.uk/legal-
guidance/rape-and-sexual-offences） 

 

Q：検察庁の起訴するためのマニュアルはだ

れがどこでどうやって決めたものか。 

A：時間をかけて法律が作られるのと同じ。

一般公開されているので、どのようにマニュ

アルが作られたかはウェブ公開されている。

1 

 

 

 

Q：陪審員の男女の比率や属性の比率には要

件があるのか。 

A：イングランドとウェールズでは、性別の

比率は明文化していない。陪審員は選挙権が

ある人が登録されており、その有権者の中か

ら選ばれる。有権者として登録されている人

であれば、いつでもだれでも陪審員として呼

ばれる。ランダムに選出される。イギリスで

もレイプや性犯罪に関しては、陪審員ではな

く、訓練を受けた裁判官が判決を決めるべき

だという意見もある。 

 性犯罪が争われるケースに関しては、裁判

官は、性犯罪を判決できるようにということ

で特別なトレーニングを受けている。なぜ、

特別なトレーニングを受けているかという

と、性被害にあった人が通報して、すべての

プロセスでサポートされるべきだからだ。 

 

 

Q：性犯罪はレイプ神話やジェンダーバイア

スが影響しやすいと考えているが、それを除

外するための特別な配慮はあるか。 

A：レイプ神話に対処するために、高い意識

を持っている。大切な問題だと思っている。 

Prosecuting Rape: CPS 
Policy(https://www.cps.gov.uk/legal-
guidance/prosecuting-rape-cps-policy) 

レイプ神話（rape myth）の除去 

平均的な市民による判断の担保 
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裁判所のプロセスに関して、陪審員に対し

ても、動画を使ってバイアスを除去するため

のプレゼンテーションをしている。補足して

おきたいのは、レイプ神話は女性でも持って

いるということだ。 

 ジェンダーバイアスに関しては、陪審員の

構成比に関わらず、結果にあまり違いはなか

ったという報告がなされている。 2 

 

 

 

 

Q：被害者が LGBT や子どもの場合には、どの

ような配慮がなされるか。 

A：被害者が子どもの場合には、別の対策が

取られている。事前に撮影した録画が使われ

るとか、証人尋問が遠隔でできるとか、セク

ション 28 に書いてあるのでそちらを後日送

る。 

LGBT や様々な属性に関しても、法律で対

応していることはないが、加害者の属性や被

害者のニーズに対応することはある。性自認

が男性の女性が女性をレイプした時には、男

性が女性をレイプしたとして裁かれた。 

 

Q：司法面接で録画で行う場合に、被告人の

反対尋問権がないという問題が日本では指摘

されているが。 

A：事前に証拠が動画として記録される場合

は、事前に、被告人の弁護人、検察官、裁判

 
2 Are juries fair?（Cheryl Thomas 
February 2010 Ministry of Justice Research） 
3 Code of Practice for Victims of Crime
（2015/10） 
https://assets.publishing.service.gov.uk/gove
rnment/uploads/system/uploads/attachment

官が、どのような質問をするかを話し合う。

被告人側も質問をする権利、機会がある。 

遠隔で被害者が裁判に参加する場合は、被

告人が反対尋問する権利がある。我々も、政

府省庁として、被害者のニーズが中心である

と考えている。被告人側の反対尋問について

も、被害者に直接尋問できないようにしてい

る。被害者の権利ビクティムズコード 3に明

文化されている。 

性犯罪の中で被害者を守るために新しい戦

略を考えている。来月発表することになって

いる。 4 

 

Q：子どもの被害者の場合には、直後の事情

聴取と裁判前の聴取の二回の聴取が行われる

ことになるのか。 

A：少なくとも二回。裁判の前に、子どもが

被害者であっても、警察やセラピストや関係

者に何があったかを説明する。 

今、チャイルドハウスというものを考えて

いる。今年、初めて設立されるが、一か所に

行けば犯罪に関わる専門家すべて―警察でも

セラピストでも医療従事者であっても―が集

まっている。動画を撮影する設備があるの

で、何度も話さなくてもよいように、回数を

減らすためのもの。未だ、試験段階。他の国

でもチャイルドハウスを設置している（アイ

スランドなど）。イギリスでもうまくいくか

見極めてから展開を考えていきたい。 

_data/file/476900/code-of-practice-for-
victims-of-crime.PDF 
4 Victims Strategy 
（https://assets.publishing.service.gov.uk/go
vernment/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/746930/victim-strategy.pdf） 

被害者の立証負担の軽減―ビデオ録画の活
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チャイルドハウスを設置しても聴取する回

数は二回だが、同じ場所になるので被害者の

安心感がある。 

 脆弱な被害者（子どもでも大人でも）にと

って必要な証拠だけを提出するようにしてい

る。 

事前の動画の撮影の利点は、実際に犯罪が

起きてから裁判が始まるまでには二年くらい

かかるが、二年間待たないで被害の直後に撮

っておけること。 

 まず、警察が被害者に事情聴取する（1 回

目）。加害者が起訴され、その時点で裁判官

と検察官と加害者の弁護人がミーティングを

する。弁護側・検察側からどのような質問が

被害者にされるかが同意される。質問内容が

決められてから、被害者がインタビューされ

て動画を撮影される（2 回目）。動画の撮影

がされた後は法廷に行かなくていい。これは

イングランドとウェールズすべてで行われて

いるものではなく、地域は限定されている。

起訴されてできるかぎり早い段階で行うこと

で、被害から回復するタイミングも早くな

る。また法廷に行かなければいけないという

プレッシャーもない。 

 

Q：質問録画の際には、検察側から被告人に

対する証拠開示もすべて終わっているという

ことか。 

A：そのとおり。 

 

Q：2 年かかる、というのは裁判が始まるタ

イミングまでか。 

A：裁判が始まるタイミングは様々。このタ

イミングというのは、法廷自体に空きがある

のか、陪審員のトレーニングが必要かどうか

による。できるだけ、この２年間という期間

を短くしようと努力はしている。 

様々な努力の結果、性犯罪を通報する人が

前年比 23％増加している。この 8 年くらい

の傾向。 

ビクティムズコードについて触れたが、こ

れは被害者が通報する、しないに関わらずサ

ポートを受ける権利を明文化している。警察

に通報する人は増加しているが、通報しない

人も４倍いる。通報の有無にかかわらずサポ

ートを提供するというシステムの利点は、通

報しなくてもサポートが提供され、サポート

を受ける中で後日通報する気になり、起訴さ

れるということ。子どもの時に性犯罪を受け

ていた人が、大人になってから何年もたった

後に通報して起訴する例も出てきた。 

 

 

 

Q：有罪率を上げるために、他にどのような

ことができるか。 

A：内務省、法務省、検察庁が協力して取り

組んでいる。起訴することが重要だと思って

いる。まずは起訴率を上げることが大切。通

報率は、起訴される率よりも増加している。

その一方で起訴したケースの有罪率は低下し

ている。しかし、通報率、起訴率が上がって

いることが大切だ。 

有罪率が下がっている原因は、複雑な現実

を反映しているものだと思う。30 年 40 年前

に起きた性犯罪の通報や起訴が増えているか

らだ。 

 

Q：2003 年法が改正されるときに 2001 年に

レポートが出たというが、それが 2003 年の

改正にどのようにつながったのか。 

A：2001 年時点には担当している業務ではな

かったので、詳しくは後日お送りしたい。 

以前は、何が犯罪で何が犯罪でないのか、

同意の定義が明文化されていなかった。性犯

 有罪率の低下について 
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罪も様々な法律に書かれていたので、できる

だけわかりやすく簡潔化したものだと思う。

13 歳以下の被害者への保護も含まれてい

る。 

 

Q：日本は有罪率が下がるととても批判が出

るが、イギリスでは批判は出ないのか。 

A：有罪率を上げることは、起訴するものを

減らせばできる。しかし、有罪率の低下にフ

ォーカスするのではなく、送検されて起訴さ

れることが重要だ。できるだけ起訴して有罪

率をあげたいと思っている。 

一番重要なことは、被害にあった人がきち

んとサポートを受けて、加害者が司法により

裁かれて有罪になること。司法によって裁か

れることと、必要なセラピーが受けられるこ

との両方が必要だと思っている。そして被害

者が回復するということが。 

先ほど日本では一旦起訴されると殆どが有

罪になるという話があったが、イングランド

とウェールズでは、陪審員が有罪とするまで

は無罪推定が働いている。 

 

Q：日本では、不同意性交を犯罪にすると冤

罪が増えると言われてしまう。フリーズ反応

なども知られていないため、同意と推定され

てしまう。 

A：イギリスでも、冤罪の率は 2～3％あると

リサーチでわかっている。しかし、私たちが

問題として懸念しているのは、起訴に至らな

い性犯罪の数が多いということ。冤罪の場合

は、有罪になるまでは無罪推定であり、冤罪

なら有罪であることを示すことは難しい。 

闘争・逃走反応、特に、フリーズ（固ま

る）と逃走について、人間の防御反応として

逃げる場合もあれば固まる場合もある。固ま

っているのは逃れられないとあきらめている

だけで、同意しているわけではないというこ

とが判っている。このことが人の反応として

当たり前のことであることを、裁判官、陪審

員の司法のトレーニングにおいて、知らせる

ことに努力している。 

陪審員には男女に関わらずレイプ神話があ

る。女性の陪審員にもある。これに対して、

リサーチやエビデンスを示して、神話に過ぎ

ないことを伝える。 

 

 

 

 

私たちが先ほど述べたように、通報率や起

訴率が増えれば有罪率は下がるが、我々とし

ては、政策としては、通報率が増えて、起訴

率が増え、必要とするサポートを被害者が受

けられるならば、価値があると思っている。 

過渡的に有罪率が下がったとしても、被害

が通報されること、起訴されることによっ

て、警察がきちんと対応するようになり、社

会に変化をよぶのではないかと考えている。 

 

 

 

 最後に 
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Ⅰ－２ 
 

性犯罪をどう裁くか: 
 
 
 

元判事の話 
 

 
 

 

 

まとめ：河原理子 
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略歴  
アックナーさんは、さっそうとした女性で、

2017 年春まで、Crown Court（日本でいえば

地裁）で刑事裁判の判事を務めてきた。Crown 

Court で、判事は１人。法廷では独特のいで

たちをしている。「カツラをかぶって衣装に赤

いタスキをかけて」12 人の陪審員を導いてき

たという。 

「Crown Court でかかわった裁判の約半数

が性犯罪だった」 

性犯罪の公判について、歯切れよく、視察

団の疑問に答えてくださった。 

自己紹介によると、2000 年に判事になり、

2002 年から 15 年間刑事裁判に関わり、その

うち８年間は、性犯罪など重い犯罪を扱って

きた。 

 

2017 年 4 月 18 日に判事を退いた。その際

のお知らせに略歴は次のように示されてい

る。 

Her Honour Judge Claudia Madeleine 

Ackner retires as a Circuit Judge with 

effect from 18 April 2017. 

 Her Honour Judge Ackner (62) was 

called to the Bar (M) in 1977 and elected 

a Bencher (M) in 2009. She was appointed 

a Deputy District Judge in 1997, a 

District Judge in 2000, a Recorder in 

2002 and a Circuit Judge in 2007. 

(https://www.judiciary.uk/announcement

s/circuit-bench-retirement-ackner/) 

 

＊撮影・録音は不可だったが、「私はもう引退

しているので問題なく答えられる。司法省の

代弁ではなく、私の個人的な見解である」と

のこと。 

裁判の流れを丁寧に説明してくださった。 

 

 

英国の刑事裁判  
英国の刑事裁判では、最初に被告人が、有罪

か無罪か答弁する。「無罪」と答弁した場合に、

陪審員裁判にかけられる。一般市民からラン

ダムに選ばれた陪審員 12 人が裁判で､有罪か

無罪か判断する。 

日本の「裁判員」は、裁判官と一緒に話し

合って刑まで決めるが、英国では、陪審員だ

けで話し合ってまず有罪か無罪か判断する。

陪審員が「有罪」の評決を出したら、判事が

刑を決める。 

 だから、陪審員の判断は重要だ。 

 陪審員が評議に入る前に、判事が陪審員に

対して、それまでの法廷のまとめの説示

summing up をする。 

「陪審員が判断する前に確実にしておかな

ければならないこと──被告人は何の罪状で

起訴されたのか、構成要件、争点も説明して、

検察、被告人、双方の証拠のまとめをする」 

 アックナーさんによると、この説示のなか

で、たとえば性犯罪での「同意」について、

陪審員に説明する。 

 

 ＊summing up の例は、司法大学（the 

Judicial College 判事のトレーニングをす

る公的機関）のサイトで見ることができる 

 

 

2003 年性犯罪法 Sexual Offences Act  
の位置づけ  

 

 （以下、「2003 年法」と表記。細部は頻繁に

改正されているのでサイトで確認を。ここか

らは、アックナーさんの話を再構成して記す。

被害申告者は「被害者」と表記する） 
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主な性犯罪に四つの類型がある。2003 法の

第１条～４条に示されている。 

①レイプ（男性器の挿入） ②挿入による

暴行（男性器以外の挿入） Assault by 

penetration ③性的暴行 Sexual assault 

④同意のない性的活動をやらせる Causing 

a person to engage in sexual activity 

without cinsent 

13 歳未満は「同意は不可能」という位置づ

け。 

いずれも、（同意のないことが犯罪成立要件

であり）同意について被告人が異議を申し立

てることができる。 

被告人から同意に対する異議が提起された

場合、検察は「同意がなかった」または「被

告人は同意があったと合理的に信じていなか

った（A does not reasonably believe that 

B consents.）」ことを立証する責任がある。 

被告人は、「同意があった」または「同意が

あると合理的に信じていた」と、陪審員が確

信できるようにしなければならない。 

 

＜不同意性交はいつから犯罪に？＞ 

 2003 年法よりずっと前から。 

法律で規定される前にコモンローで「女性

が同意しない（暴力などによる）不法な性交

intercourse はレイプだ」とみなされてきた。

1845 年に明文化された（判決で示された）。

このとき、犯罪の構成要件は何かということ

で、「力づくで」「恐怖を伴い」「詐欺で」とい

う要件ははずされ、「不同意」に絞られた。 

 しかし、「不法な性交」がレイプとされてき

たため、1994 年まで、夫婦間ではレイプは成

立しないことになっていた。夫との性交は不

法とはいえないから。1994 年に「不法」とい

う言葉がはずされて、夫婦間でもレイプ罪が

成立するようになった。 

 

＜2003 年法で何が変わった？＞ 

 「同意」については何も変わっていない。 

 アクトゥスレウス（構成要件）は、条文で

示されている行為で、メンズレア（主観的要

件）は、故意に行うこと、または、リスクが

あるにもかかわらずそれを行うこと。 

 2003 年法は、「レイプ」の幅を広げた。男性

器の膣への挿入だけでなく、肛門や口への挿

入も「レイプ」とされた。これによって、男

性も被害者になるようになった。 

 

＜同意とは？＞ 

 必ずしも「ノー」と言葉で言う必要はない。 

選択の自由があるときに、同意が可能にな

る。 

 支配的立場にある加害者が、被害者の感情

を支配しているようなケースは、選択の自由

があるとは言えない。 

 同意が何かは、第 74 条に示されている。

（For the purposes of this Part, a person 

consents if he agrees by choice, and has 

the freedom and capacity to make that 

choice.） 

  

＜量刑判断の基準は？＞ 

 刑を決めるときに、判事が参照するガイド

ラインがある（＊審議会 Sentencing Council 

が、判例や人びとの認識を参考に作ったガイ

ドラインがある）。ここに、刑を重くする加重

要素が示されている。 

 たとえば 

 ・暴力、または暴力をふるうぞと脅した 

 ・信頼を乱用した 

 ・被害者にドラッグやアルコールを使った 

 ・被害届けをさせないような脅しをした 

 ・結果的に被害者が妊娠した、性感染症に

かかった 
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 被告人が自分から有罪だと言った場合は、

刑が３分の１軽くなる。 

 

＜2003 年法で立証方法は変わったか＞  

 （2003 法ではなく）他の法律の改正によっ

て、徐々に変わった。 

 たとえば、以前は被告人の bad caracter 

（悪性格＝被告人には同種の前科がある、と

か）による立証をしていた。 

 被害者の過去の性的なヒストリーは法廷に

提示されなくなった。たとえ娼婦だったとし

ても、関係ない。ただし、「性的なヒストリー」

ではなく被害者の性的な活動やふるまい方は、

陪審員に伝えられることがある。たとえば、

過去にウソのレイプ被害届けを出したとか。 

 いろいろな証拠が提示されるようになった

し、被害者が保護されるようになった。  

 

 

レイプ事件の争点：同意はあった？  
 

 レイプ事件で一番多い争点は、被告人が

「（性交には相手方の）同意があった」と主張

するもの。 

 「俺はやってない」という主張もあるが、

直近の事件なら法医学的な証拠がある場合が

多い。DNA 鑑定の結果があれば、有力な証拠

になる。 

 

＜同意の有無は、どんな証拠が必要？＞ 

 目撃者がいるケースはまれなので、被告人、

被害者の供述の信用性が問題になる。 

 第一の証拠は、被害者の供述。何が起こっ

たのか、話の筋が通っているか、供述に信用

性があるか。話の詳細が事実と合っているか。

被害について他の人に訴えたか、それはいつ

誰に対してか。訴えが遅れたときは、なぜ遅

れたか。その内容は、警察へ届けた内容と合

っているか。合っているほど信用性が高い。 

 ただし、すぐに訴えたかどうかは、あまり

重要ではない。被害時に子どもだったら、こ

れは犯罪行為だと知らない場合もあるし、誰

かに訴えたら家族がバラバラになってしまう

と恐れたかもしれない。信じてもらえないと

思ったかもしれない。 

 ずっと後になって届け出た場合には、何が

引き金になって届けたのかが重要になる。 

 たとえば、自分に子どもができて、「この子

に同じことが起きるのではないか」と考える

ようになって、ということもある。 

また、過去に性的被害を受けていた人は感

情的な問題を抱えている場合が多く、たとえ

ばお酒を飲み過ぎる傾向があったりする。そ

ういう人がプロの支援を受けたときに、過去

の問題が表に出てくることがある。 

 解離症状などにより記憶が欠如した被害者

の場合は、ケアしているサイコセラピストや

カウンセラーが証言する。被告人は反論する

ことが多いが、陪審員は、両者の主張を秤に

かけて判断する。 

 被告人と被害者が前からの知り合いではな

くて、パブなどで会ったのなら、証拠がある

かもしれない。付き合っていたのなら、どう

いう付き合い方をしていたかが問題になる。 

  

＜2003 年法第 75 条の不同意推定規定の反証

に、どんなものがあるか＞ 

 被告人自身の話によって、あるいは証人を

呼んで反証する。たとえば、「被害者は眠って

いたから同意していないというが、前にも寝

ていたときセックスして問題なかった、だか

ら今回も同意があると思った」とか。「薬物を

使用したというが、彼女がいつも飲んでいる

薬なので、飲むのを手伝っただけだ」とか。 

 74 条は「同意」が何であるかを示す規定。

75 条は、被害者が同意していなかったことを
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推定する規定。76 条は、反証を許さない規定

だが、ここに示された「他の人になりすます」

というケースはあまり考えられない。 

 75，76 条は、引き合いに出されることはあ

まりなく、さほど重要ではない。74 条に基づ

いて判断する。 

  

 

＜暴力や脅迫がなかったときは、どう立証す

るのか＞ 

 証拠調べでは、まず、警察で録画した被害

者のビデオインタビューを見る。トレーニン

グを受けた専門の警察官が、リラックスでき

る場所で聞く。女性警察官が担当することが

多い。それを陪審員が見るが、被害者は「私

は同意していない」と言うことが多い。 

 性交の有無が争点の場合は、直近の事件な

ら法医学的な証拠があることが多い。 

 事件前後の様子を見た人がいれば、被害者、

加害者がどんな様子だったかわかる。女性が

怯えていた、とか、行きたくなさそうだった、

とか。 

 また、若い被害者なら学校の記録があるか

もしれない。事件後、勉強しなくなった、不

登校になったとか、何らかの問題行動がある

かもしれない。 

 DV なら、事件以前に、何らかの届けが警察

にされていることもある。 

 その人の背景から、いろいろなことがわか

る。 

 検察側の証拠提示の最後の方に、被告人の

警察でのインタビュー動画の文字起こしが、

陪審員に配られる。 

また、被告人に同種の前科があったり、関

連する事件で有罪判決を受けていたりする場

合は、陪審員にそのことが伝えられるが、「だ

からといって今回もやったということにはな

らない」と陪審員には注意する。 

 そして、そのあと被告人側も出したければ

証拠を提示し、証人に話してほしければ要請

する。 

 双方が証拠を示した後、判事が陪審員に説

示して、陪審員は評議に入る。 

 

 

偏見の除去  
 

 裁判は、被告人、被害者の双方に公正でな

ければならない。 

 

＜被害者の服装は問題になるか？＞ 

陪審員が別室で評議に入る前に、陪審員が

よくある偏見に基づいてまちがった推定をし

ないように、判事は詳しい説明を陪審員に示

す必要がある。 

「レイプは、覆面をして暗いところに潜ん

でいる知らない男がするものだ」とか、「レイ

プされる人はこういう人だ」というのは誤解。

ステレオタイプな見方をしないように言う。 

「若い女性か短いスカートはいているから

（被害にあう）」という偏見があるが、ロンド

ンで暑ければそのような服装の人はたくさん

いて、セックスしたいわけではない。 

「男性のなかに女性が１人でお酒を飲んで

いるからだ」という偏見もあるが、お酒を飲

んでいるのはセックスする準備をしているわ

けではない。 

また、とても魅力的な男性だからといって、

同意のあるセックスをするとは限らない。 

付き合っていたら必ずセックスに同意する

わけではない。レイプは知らない人の間でだ

け起きるわけではない。 

 レイプは必ず肉体的抵抗や怪我を伴うわけ

ではないし、けがを伴う同意のあるセックス

もある。 

 被害者ならすぐに届けを出す、とは限らな
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い。 

 陪審員に、被害者の性的なヒストリーは伝

え な い 。 こ れ は  Youth Justice and 

Criminal Evidence Act 1999 による規定。 

 どちらにも偏見を持たないように、また、

「証拠を聞いているといろいろな感情がわき

起こるが、それは脇に置いておくように」と

陪審員に言う。 

 被害者の様子や、どのように答えたかを考

慮に入れる必要はあるが、それが被害者が真

実を述べたか否かを決定はしない。 

被害者によっては、リラックスして冗談で

も言うように真実を証言する人もいる。自分

の神経が高ぶっているのを隠すためにそうす

ることもある。また、泣き出す被害者もいる

が、つらそうに泣いているからといって真実

を述べているとは限らない。 

 

＜被害者がフリーズしてしまうことがある、

ということは判事にどのくらい理解されてい

るのか＞ 

 いろいろな反応があることを判事は知って

いる。研修でも知るし、ベンチブックなど本

もある。 

 「被害者の反応は人それぞれで、叫ぶ人も

いれば、フリーズする人も、言葉で抜けだそ

うとする人もいるし、抵抗する人もいる。先

入観を持たないように」と陪審員に伝える。 

 

＜判事の研修は？＞ 

 ３年に１回、２～３日缶詰になってトレー

ニングを受ける。傷つきやすい脆弱な証言者

や、証拠などについて、実例をもとにみっち

り研修する。ロールプレイもするし、結構大

変。難しい陪審員がいるケースや、被害者が

泣き崩れるケースなどで、法廷をどう進めて

いくか議論する。難しい模擬裁判の動画を途

中で止めて、「あなたならここでどうする？」

と問われる。 

 講師は、犯罪被害者、学者、ベテラン判事

など。 

 

 

被害者への支援  
 

＜被害者へはどんな支援がある？＞ 

 警察には、性犯罪被害についてのトレーニ

ングを受けた専門職がいる。 

 公判開始前に、裁判所を訪問できる。 

法廷で証言するときは待たされることな

く、決められた時間に行って、終わったらす

ぐ帰れる。性犯罪の被害者などは特別措置で、

ビデオリンク（別室から中継する）や法廷の

スクリーンの後ろで（被告人から見えないよ

うに）話すことができる。 

有罪評決の後、判決の前に、Victim Impact 

Statement（被害影響陳述。日本でいう「心情

に関する意見陳述」のようなもの）を発表す

ることができる。被害者は刑に対する意見は

言えない。事件でどんな影響があったかを、

判事は知ることができる。ただ、「人生がめち

ゃくちゃになった」などの影響は、通常は、

本人が言わなくても検察が述べる。判決理由

のなかで、その VIS に言及する。 

また、反対尋問を、事前に録画しておいて

陪審員に見せる制度を試しているところ。そ

うすれば被害者は公判に出なくて済む。 

  

 

＜不同意性交は犯罪だ、と規定したことの、

影響、功罪は？＞ 

 ポジティブな面は、被害者にとって正義が

なされること。有罪判決が出れば、一区切り

つけられる。 

 ネガティブな面は、暴力などがない場合に

立証が難しいこと。被害者には裁判そのもの
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が、きつい。何が起きたのかを話さないとい

けない。その結果、無罪となると、大変につ

らい。自分の言ったことが信じてもらえなか

ったのだと感じるが、「あなたが信用されなか

ったのではなく、陪審員は有罪の確信を持て

なかったということだ」と説明する。被告人

にとっても、被害者は匿名でも被告人は実名

で、ニュースでも報じられることがあるし、

無罪判決が出ても、評判は落ちる。 
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     Ⅱ － ３  
 

 国 に よ る 支 援  
エ ビ デ ン ス に 基 づ く 介 入 : 

 
 

NHS（ National Health Service）  
～ SARC に つ い て ～  

 

 

 

ま と め ： 齋 藤  梓  

 
N H S （ 国 民 保 健 サ ー ビ ス ） は 、  

イ ギ リ ス の 国 営 医 療 サ ー ビ ス 事 業 で す 。  
S A R C は N H S の 管 轄 で す  
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施設概要 

NHS はロンドン中心部にあった。中は吹き

抜けがあり、開放的な雰囲気で、様々な人が

働いていた。 

 

イギリスでは、地域に GP と呼ばれる総合

医がおり、国民はほとんど自己負担なしに医

療にかかることができる。より専門的な医療

にかかる必要がある場合は、GP から紹介さ

れる。 

 

 性暴力被害のワンストップ支援センターで

ある SARC も、NHS の管轄であり、すべての

人は SARC のサービスを無料で受けることが

できる。 

 

今回、SARC を担当しているシニアマネー

ジャーと、The Havens の臨床心理士および

カウンセラーの方が対応してくださった。カ

ウンセラーの方は日本人の方で、時折日本語

で補足をしてくださった。 

 
 

NHS とは？  

 

（以下、シニアマネージャー、臨床心理士お

よびカウンセラーの話を再構成して記す） 

NHS は、国民が無料で診療が受けられるシ

ステムで、1948 年以来設立されている。受

けられる医療のサービスの基準は統一されて

おり、NHS のサービスは、出産、入院、精神

疾患、歯科、眼科など幅広く、98％が税金で

賄われている。2％はそのほかのサービスに

対する支払いによる。 

 
SARC とは？  

 

SARC は国の健康サービスの一環。年齢層

に合わせて設定された急性のヘルスケアのサ

ポート、法的医療の診療、それに対するフォ

ローアップ、クライエントの医療、心理上の

サポート、ISVA（独立性暴力アドバイザー）

の紹介などを行っている。 

 ＊注：ISVA とは、裁判の付添支援など

司法手続きに関する支援を行う、性暴力

被害者支援専門のアドバイザーの資格、

あるいはその資格を持った人を指す。 

これは国全体で提供されているサービスで

あり、NHS の他のサービスや、民間の支援団

体、その地域地域のボランティアによるサー

ビスとも協力しながら運営されている。 

全体の運営計画や経営は、NHS イングラン

ドによって行われている。資金は、警察およ

び犯罪コミッショナーに関わる機関、臨床医

の団体、地域の地方自治体などから出資され

ている。 

 
The Heavens とは？  

 

The Havens はロンドンにある SARC。Kings 

college Hospital の NHS 基金によって運営

されている。NHS イングランドのロンドン地

域が管理している。ロンドン市長の市長オフ

ィスや、警察の犯罪捜査部門と提携してい

る。資金は、3 分の 2 が NHS からで、3 分の
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1 が警察から。現在の予算が年間 640 万ポン

ド（約 9 億円）。ロンドンに The Havens は

3 か所あり、どんな年齢層の人にも、誰に対

してもオープンにされている。その中には、

子どもおよび若い人たち向けに特化した場所

もある。被害を受けた人は、The Havens に

自分で直接行く場合もあるし、警察から紹介

されることや、NHS のサービスや社会福祉サ

ービスから紹介される場合もある。過去 12

カ月間に性的な被害にあった人は、直接アク

セスすることが可能。The Havens は 24 時間

365 日対応。 

司法医療検査、フォローアップの医療サポ

ート、性的な健康に関するサービス、クライ

シスワーカー、ISVA、心理およびカウンセリ

ングサービス、専門家向け助言とトレーニン

グ、子ども及び若い人たちに対する心理サー

ビスなどが提供される。 

司法医療検査があり、犯罪に対する証拠を

得るということで、警察に対して効果的なサ

ポートにもなっている。 

The Havens は他の機関とも共同して支援

を実施している。そのクライエントにとっ

て、最も必要なサービスを受けることが可能

である。例えば、NHS のサービス、事故・緊

急部門、性に対する健康サービス、精神衛生

チーム、ボランティアの部門へのリファーも

している。 

現在、性暴力や性犯罪の相談機関が複数存

在していて、相談する人がどこに連絡をする

と良いかが分かりにくく、セーフティネット

から落ちてしまうということが問題となって

いる。「ゲートウェイ」という、連絡を 1 か

所で受ける場所を作り、そこに被害者が直接

アクセスして、The Havens やレイプクライ

シスセンターなど、必要な機関につなげられ

るような場所を作る予定でいる。被害者の人

がどの団体に行っていいのかわからないとい

うことをなくして、アクセスしやすくするこ

とが目的。 

犯罪被害についてはビクティムサポートが

ゲートウェイの役割を果たしているが、それ

以外に、性的暴行を受けた人専門のゲートウ

ェイが必要だということになった。性的暴行

を受けた場合にも、ゲートウェイを通せば５

～７日以内に法的医療処置ができ、素早いア

クセスが可能になる。イメージとしては、法

的医療措置が必要であれば SARC に、性的暴

行から 10 年経っている場合などは地域のレ

イプクライシスセンターにつなげるといった

感じになる。 

ISVA については、ロンドンでは、NHS から

予算が出ている。The Haven は警察と NHS か

ら予算が出ている。ほかの地域では、NHS が

全ての予算を出している場合もあるし、警察

が多く出資している場合、地方自治体が予算

立てしている場合もある。 

 
 

The Heavens について 

 

 イギリスのロンドン以外の地方では、NHS

がワンストップセンターを作るという形だっ
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たが、ロンドンでは、先に The Havens があ

って、すでに性暴力被害者への支援、心理的

ケアの提供などを行っていた。NHS はそこに

出資して、国営のワンストップサービス、

SARC とした。 

SARC は、現在、英国に 44 か所にある。何

万人に 1 か所というのは地域によって違いう

が、ロンドンでは 3 か所あって、800 万の人

口をカバーしている。地方に行けば、もっと

少ない人口をカバーしていることになる。 

 
The Heavens の心理的サポートについて 

 

The Havens に来た人がカウンセリングや

サポートを受ける場合、たいていは、法的医

療処置のフォローアップのときに心理的ケア

を紹介される。昔は、法的医療処置と同時に

カウンセリングの紹介も行っていたが、その

段階では、まだ被害者がそういうことを話せ

る状態ではないので、今は法的医療処置と同

時に紹介されるということにはなっていな

い。現在は、医療の処置を受けてから 2 週間

後のフォローアップのときに、医師やナース

がその人の状態や状況をチェックして、心理

的サポートが必要かどうかを決めている。被

害者の全員が、心理的サポートを必要とする

わけではない。 

時々、直接、心理的サポートを求めて来る

人もいる。医療的な措置は一切受けたくない

という人もいて、カウンセリングだけ受けた

い、という人もいる。 

心理的サポートには、臨床心理チームとカ

ウンセラーチームがある。法的医療処置のあ

とで紹介された場合は、二つのチームが一緒

にケースを見ていく。その人が強い PTSD の

症状や抑うつ状態を示していたり、その前か

らうつなどの既往があったり、子どものころ

に暴力を受けていたなど複雑なトラウマの要

因がある場合は、臨床心理チームが行い、そ

れ以外はカウンセラーチームが担当してい

く。 

最初のアセスメントと最後のアセスメント

のときに、同じ自記式尺度を取っている。

PTSD の症状の評価には PCL-5 を使ってい

る。その他に、Core10 という、臨床的な評

価尺度で評価を行うが、これは、一般的なス

トレスや自傷のリスクをはかるものである。

その他、BDI-2 でうつを測ることもしてい

る。こうしたアセスメントツールを使って、

被害者の方の状態がどのくらい深刻かを査定

していく。 

その他、対面でのアセスメントには一時間

くらいかけている。被害者の方に、被害にあ

って以来、心理的、感情的側面ではどんなこ

とが困難になっているかを尋ねていく。 

アセスメントでは、被害者の方に、事件概

要の具体的なことは話さないようにと伝え

る。具体的なことを話してしまうと、それを

記録に残さざるを得なくなってしまい、警察

でとった調書と現在のアセスメントで話され

たものが食い違っていた場合に、裁判で論争

の的になってしまう。あくまでも、心理的・



23 
 

感情的にどんな困難があるかに焦点づけて聴

いていく。 

アセスメントの後に、セラピーを受けるま

でにどのくらい待たなければいけないかを伝

える。現在、だいたい、カウンセリングは 2

～3 か月待ちで、心理療法は 3～6 が月待

ち。カウンセリングと心理療法では、被害者

の方を見ていく時間というか期間が違うの

で、待機期間が変わってしまう。カウンセリ

ングは 6 回。例外的に伸びても 12 回まで。

心理療法は 12-20 回。トラウマが絡み合って

いるような複雑なトラウマだと 30 回に及ぶ

場合もある。 

30 回面接を行ってもまだ必要という場合

には、地域のメンタルヘルスサービスや、レ

イプクライシスセンター、最寄りのカウンセ

リングサービスに紹介する。 

セラピーが必要なクライエントとカウンセ

リングが必要なクライエントがいる。また、

もっと専門的なケアが必要であり、もう一度

地域のカウンセリングに委託しなおす必要が

あるケースもある。そうすると、NHS の中で

も専門性の高いところに紹介をしたり、私費

で出せるならば私費で専門家のケアを受ける

場合もある。ただ、地域のメンタルヘルスサ

ービスに紹介しなおすと、再び待機期間が発

生してしまう。 

NHS のトラウマサービスはロンドンの様々

なところで受けられる。基本的には、GP か

ら紹介される。GP は、その地域で受けられ

るメンタルヘルスのサービスの情報を持って

いる。通常のメンタルヘルスサービスでは、

よく見られる精神状態は疾患、例えば精神病

とか複雑なうつまたは不安といったものをみ

ていく。トラウマからくるストレスは、専門

部門が担当する。ただ、The Havens のほう

から、トラウマを見るという目的で、トラウ

マ専門部門にもう一度クライエントを紹介し

ていくことはまれである。改めてリファーす

る人は、やや人格障害の傾向がある人や、も

ともと抗うつ剤を服用している人、自殺の危

険がある人など。そういった人は、地域のメ

ンタルヘルスサービスに紹介する。 

 

 
質疑応答 

 

Q．The Havens の心理療法やカウンセリング

の記録を裁判に出すことはありますか。 

A．裁判になる前に、警察から開示の請求が

ある場合がある。The Havens で支援を受け

た後に警察に相談した場合は、クライエント

は、The Havens で心理的サポートを受けて

いることを、警察に伝える必要がある。警察

は、記録を見て、告訴するかどうか、そのケ

ースに裁判で弱点となる点があるかどうかを

確認する。または、裁判が始まっているケー

スで、始まってから裁判の中で証拠を集めて

いる状況で、記録の提出を求められる場合も

ある。クライエントには、話していることは

記録されて、裁判で開示することがあると最

初から伝えている。ただし、クライエント

は、話したことを記録に残さないでほしいと



24 
 

希望することもできる。たとえば、いじめの

経歴など、起きた出来事と直接関係のないこ

とについては、記録に載せないでほしいとク

ライエントから希望があれば、記録には載せ

ない。面接の最初に取り交わす同意書に、

「警察から記録の開示を求められることがあ

ります、その場合はそれに応じます。」と書

かれている。署名をしないことも可能で、同

意の署名がない場合には、警察も開示を求め

ることは容易にはできない。 

記録があり、警察から記録を開示するよう

に請求があった場合には、まず、クライエン

トに連絡して、警察から記録を提出してくれ

と請求が来ているが、その記録を読みますか

と聞く。クライエントには、実際に何が書か

れているかを読み、必要ない部分は黒塗りに

する権利がある。クライエントが、裁判で開

示したくないという情報は黒く塗っても良

い。ただし、稀なことではあるが、あまりに

も黒塗りの部分が多いと、裁判官からオリジ

ナルを出すようにと要請される場合もある。

クライエントが記録を読む場面では、サポー

トをするスタッフと一緒に、どの部分は出さ

なくていいというのをサポートしながら見直

していく。 

 

Q．臨床心理チームとカウンセリングチー

ム、どちらにどのくらい人員がいるのでしょ

うか。どのくらい紹介されるのでしょうか。 

A．紹介される比率は、そのときそのときで

異なる。けれど、どちらも、いつもとても忙

しい。The Havens はロンドンに 3 か所あ

り、それぞれ必ずカウンセラーが 1 名、臨床

心理担当が 1 人～2 人、それと訓練生がい

る。それでやっと切り盛りしている状態。 

Q．面接の待期期間（面接が始まるまで待っ

ている数カ月）のあいだは、どのようにして

いるのか。 

A．アセスメントが終わって、心理療法やカ

ウンセリングの待期期間のあいだに、2 時間

のワークショップを受けることができる。性

被害のあとの心理的反応や、PTSD、感情の調

整や、記憶について、どんな困難が良くみら

れるかが説明され、後半ではそれに対応して

ストレス対処スキルが説明される。ワークシ

ョップのフィードバックからは、このワーク

ショップの一番の価値は、同じ経験をした人

と出会うことができ、同じ空間にいられたと

いうことだということが分かっている。レイ

プはものすごく孤独な体験なので、自分はひ

とりではないんだということを感じられるこ

とはとても大切。このワークショップは 2 週

間ごとに行われており、平均 12～14 人の参

加がある。だいたい、30 人くらいエントリ

ーがあって、実際に来る人がそのくらい。中

には、ワークショップにすら顔を出せないほ

どきつい状態の人もいる。また、他の人に会

いたくない人や、グループという設定がきつ

いという人もいる。ただ、ワークショップと

いう機会があって、選択肢があるのはいいこ

とだと思っている。 
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去年、Thd Havens を利用した人は 2100 人

いて、そのうち 700 人くらいはカウンセリン

グや心理療法を希望した。 

The Havens のカウンセリングや心理療法

は 3～4 か月の待ち期間があるが、コミュニ

ティのトラウマサービスは 18 カ月なので、3

～4 か月は早い方。比較的早い段階でアクセ

スできていると思う。 

 

Q．どのような面接を行っているのでしょう

か。 

A．大人には、言語的カウンセリングが主。

クライエントが話をして、カウンセラーが傾

聴するという形。心理教育や、いかにレイプ

が誤解されているか、レイプ神話について伝

えることから始まることも多い。カウンセリ

ングと心理療法とを分けるのは、主には心理

検査のスコア。だいたい、PCL でスコアが 38

以上の場合にセラピーを紹介している。 

ただし、カウンセリングのほうに紹介され

てくる人たちでも、PCL で高いスコアの人も

いる。単回性の被害の人と、継続的な被害の

人、複数回被害に遭っている人、さらにすで

にストレスや精神疾患を持っている人と、そ

うはない人、など色々な基準がある。 

カウンセリングでも、PTSD の症状を減少

させていくことを目指している。グラウンデ

ィングを行い、恥や自責感の認知再構成など

を少しずつやっていく。もう一つ大きいの

は、家族や周りの人の二次被害的な反応。な

んで警察に行かないんだ、などと家族が怒っ

ているというのを聞いた場合には、クライエ

ントがどういう風にしたいのかを一緒に探し

ていく。絶対に通報しなければいけない、な

んてことはないのだと伝える。クライエント

の選択でよいのだ、ということをサポートす

る。 

レイプ神話については、性暴力の 80％は

身体に危害がない、20％しか暴力はないん

だ、暴力のないレイプが圧倒的に多いのだ、

そういったことを一つずつ、伝えていく。実

際の性暴力はこういうものだ、ということを

伝える。クライエントは何が起きたのかわか

らないでいるが、何を感じているのか、何が

おきているか分からないということも普通の

反応だ、とノーマライズしていくということ

をセッションの中で行っている。 

レイプ神話に基づいて、周りの人たちは、

なんで抵抗しなかったの、などと反応する。

さらに、裁判でもレイプ神話に直面すること

になる。だいたい、95％くらいの人は、レイ

プ神話に基づいた二次被害を受けていると思

う。 

周りの人が、レイプ神話で責めることもだ

が、レイプ神話が社会に蔓延しているがため

に、クライエント自身にも内在化されている

場合がある。あのとき私がお酒をたくさん飲

んでしまったから、とか、こういう格好をし

なければよかったとか、クライエント自身が

思ってしまうことが多いので、どういう格好

をしても何をしてもそれはレイプを正当化す

ることにはならない、ということを何度も話
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し合っていく。そうした恥や自責に取り組ん

でいき、PTSD を緩和することを行ってい

く。 

PTSD は、被害が起きたら 80％の人に 3～4

週間で表れるが、自分で回復していく人たち

もいるので、2100 人中の 700 人がカウンセ

リングを受ける、ということは妥当だと思っ

ている。ただ、回復していないけれど、レイ

プということへのスティグマが強いために、

本来ならばケアが必要だけれども、アクセス

しない人もいる。 

Q．セラピーはどのようなものを行っていま

すか？ 

A．NHS の出している National Institute 

for Clinical Excellence（NICE ガイドライ

ン）の中に、PTSD のガイドラインがあり、

それに基づいて、エビデンスベースドセラピ

ーを提供している。トラウマに焦点づけた

CBT と EMDR が第一選択になっている。 
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      Ⅱ－４  
 

医療と支援、警察の連携：  
 
 

The Havens 
性暴力対応医療機関  

 
 

 

 

ま と め ： 山 本  潤  
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施設概要  

 

 SARC（性暴力対応医療機関）は英国全てで４

４箇所ある。SARC の多くは事件後 7 日以内の

被害者に対して法医学的証拠採取や婦人科の

ケアを行う。ロンドン市内にも３箇所あり、

「The Havens」と呼ばれる。The Havens は 1

年未満の性暴力被害者に対応し、法医学的証

拠採取と心身のケア、心理療法、法律アドバ

イスを行なう。なお、法医学的証拠採取は The 

Havens でも 7 日以内である。医師、警察に届

け出た後の手続きなど全体的なことについて

説明するクライシスワーカー、裁判までの手

続きをサポートする ISVA、カウンセリングを

提供するカウンセラー、専門的心理療法を提

供するサイコセラピストなど、様々な専門職

が協働している。 

 

セントメアリー病院内  The Haeven 

 普通の外来患者さんの目につかないように、

職員駐車場の端に警察車両用の駐車場を設 

けている。警察から Heavens に連れてこられ

る人が多い。 

 まずクライアント（被害者）は、聞き取り室

でクライシスワーカーと話をする。ここでは

リラックスできるように、お茶を飲んだり、

クッキーを食べたりしながら、これからどの

ような検査を行うのか、どういう意味がある

のか、いつでも途中でやめるられること、た

だ証拠採取をしないと警察に訴え出ても証拠

不十分になりやすいこと、証拠は 1 年間保存

できることなどを伝える。 

 

 

 

フォレンジック診察・証拠採取  

 クライシスワーカーとの話が終わったら、

医師より証拠採取について話をする。クライ

シスワーカーは部屋の隅で証拠採取に必要な

ものの準備をしている。フォレンジック診察

には４、5 時間かかる。医師の話が終わるの

を待ってから、証拠採取キットを準備してい

たら 6 時間かかってしまうので時間のロスを

なくすために行う。 

 診察室は毎回滅菌し、封をする。被害者、

加害者以外の第三者の DNA で汚染されないよ

うに、誰がいつ開閉したかを、プラスティッ

クタグの番号と名前を記載することで明らか

にしている。 

診察室はプラスチックタグで封をしている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 膣内のものは 7 日以内に証拠を取る。イギ

リスは 7 日までとなっている。証拠をとるま

でにシャワーを浴びていても、内部の証拠採

取は行う。手続きは変わらない。 

医師がクライエントさんと説明しているあい
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だに、かまれたとか、胸を吸われたと言った

場合は、皮膚からもサンプルを取る。二日ま

で証拠採取を行い、シャワー浴びていなけれ

ば被害後 7 日まで行う。 

 どこからサンプルを取ったかをチェックし、

リストに番号を書いていく。サンプルは同じ

場所から必ず二つドライサンプルとウェット

サンプルとる。警察に提出して、警察はサイ

ンをする。両方やったほうが、DNA のサンプ

ルを採取できる可能性が高いから。（洋服にこ

びりついていて、乾いた場合は取りにくいが

濡らしたら取れるというのと似ている） 

 

 

フォレンジック診察・記録  

 怪我をしている場合は、身体図で記入して

いく。 

 裁判で証拠として役に立つように、どのよ

うに記載するかについて医師は訓練を受けて

いる。 

 裁判所で証拠として認められるような写真

の撮り方についても訓練を受ける。 

身体図と写真が両方あることで、証拠として

役に立つ情報になる。 

 

クライエントの安全確認 

クライエントさんが安全であるということ

を確かめる上で、精神状態というのも把握し

ておく必要がある。自傷したりする可能性は

ないか、周りのサポートはあるか、といった

ようなことを確認していく。フォレンジック

（法医学的診察）の時にもクライシスワーカ

ーが、いるが、そのあとでクライエントさん

の具合のフォローアップをする。そして、心

理的なサポートが必要かそうでないかを確認

していく。最初に証拠採取をしてから、そ心

理療法の助けが必要かどうかを確認する。 

他機関・他職種との関わり  

警察とコンタクトするやり方を知っておく

必要がある。また、クライシスワーカーが会

う必要があるか、心理療法の助けがいるかど

うかをフォローアップしていく。 

例えば、犯行のあった現場に子どもがいた

場合、子どもも見る。心理的感情的影響な子

どもへの影響の有無、子どもが何かを目撃し

たのではないか、子どもも被害にあっていな

いか家族全体を見ていく。 

ソーシャルワーカーとも強くつながってい

るので情報のやり取りもかなりある。 

 

定期的なフォローアップ 

最初にクライエントが来て、二週間後にフ

ォローアップを実施。その時は性病の感染が

ないかという検査をする。クライシスワーカ

ーにも会うことができるので、心理状態のリ

スクアセスメントを行う。 

最後に、医療方面からのコンタクトがある

のは犯行が起きてから三か月後。その時は血

液検査を行う。実際のサポート自体は、犯行

から一年後までできる。それは、担当の人と

のフォローアップであるとか、心理療法によ

るフォローアップ。また、警察を通さず、自

ら Haven に来たときは、警察への紹介も行う。

一年を過ぎてからは、HavenHaven 以外の機関

のサポートを紹介していく。ロンドンやその

他の大都市では、いろいろな方面のサポート

がある。様々なコミュニティ、男性、黒人の

少数民族、他の民族、LGBT、など。日本も同

じ状況かと思うが、大きな大都市を離れると、

サービスは制限ができてしまう。特殊なサー

ビスは数が限られる。 
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警察との役割分担  

 Haven に自ら来た人に対しては、スタッフ

の人が警察にお話したければアレンジできる

と伝える。そしてクライアントが望めば警察

官が来て、警察に行くことを決めた場合には

どんなことになるかのアドバイスをする。、警

察官を紹介する時きには「そんなに怖い人で

もない」と思ってもらえるようにする。でき

るだけ、警察への報告件数を増やしたい、

100％報告してほしいと思っているので、その

ための道筋を広げることをしている。性暴力

は暗数が多い。実際に報告する人が少なく、

性暴力を受けた人の中で報告する人は 10％

くらいではないかと考えているので、報告件

数をあげたいと思っている。Haven に来た人

が警察に相談するときは身元を明かす必要は

はない。相談しないと決めた時も彼女の決断

だから尊重する。警察としては、情報が得ら

れたので、情報として蓄積することができる。 

 直接来る人は、犯行を行った人が家族やパ

ートナーだったりした場合が多い。そういう

人は警察に報告したくないと考え、決意をす

るまでに時間がかかり、すぐには報告できな

いことも多い。Haven に来ることで DNA 採取

をして、考える時間を与えることができる。 

 

証拠の保存  

 Haven で保存してあるのは直接来た人の

DNA で全体の 10％ある。一年間保存する。一

カ月後と 9 か月後に警察に届けるかどうかを

クライエントに尋ねる。クライエントが、も

う通報しないと決める場合は、一年後にはサ

ンプルは破壊される。 

 警察から来た場合は警察官が持ち帰り、警

察に保管する。 

 警察官が被害者と一緒に Haven を後にする

ときには、警察の手元には証拠（DNA、洋服等）

がある。警察署に戻ったら、受け取ったサン

プルを登録しなおして、警察のシステムに乗

せる。DNA のサンプルはクーラーに入れて移

動する。 

 クーラーボックスは特に温度ははからない

が、アイスパックを一緒に入れて、新鮮な状

態のサンプルを保つようにして警察に行く。

クーラーボックスに入れておくのは、細菌の

繁殖を防ぐため。 

 昔は 30 年、警察では証拠を保存した。保存

スペースがなくなったので、現在は 10 年くら

い。 

 例えば５歳の子が被害を受けた場合は、犯

行後 3 日以内に採取。証拠を 18 歳＋１年保

存する。保存のプロセスは警察も Haven も同

じ。 

 

SARC の始まり  

 最初の SARC（性暴力対応医療機関）ができ

たのは 28 年前。すごく小さな場所だった。18

年前に、政府がそれぞれの警察の管轄に、最

低一つは SARC を作ると決めた。ロンドンだと

人口が多いので管轄は、真ん中にあるメトロ

ポリタンポリス、そしてシティオブロンドン

という金融街に当たるところも管轄。メトロ

ポリタンオフィスというポリスは M25 の内側

が管轄。M25 の内側に 3 つの SARC がある。シ

ティオブロンドンには SARC はないが、ロンド

ンの３つの SARC と連携している。 

 ケント地方には一つ、エセックスに一つ、

など県ごとに一つ SARC がある。ロンドンは人

口 900 万で 3 つの SARC すなわち Haven があ

る。 

警察の性犯罪捜査システム  

 今変化が起きている最中で、以前は M25 以

内に 250 人くらいの性犯罪専門の警察官がい
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た。その人員で、24 時間、週 7 日の対応をし

ていた。Haven も同じ対応。警察と Haven と

いうのは強い提携関係にある。地方に行けば、

SARC が一個しかなかったりで、医師は２～３

人くらいで警察は一人とかという場合もある。

性犯罪専門の警察は、他の犯罪は扱わない。

訓練を受けて、性犯罪専門の警官になったら

それを専門にする。地方に転勤になった場合

には他の犯罪も行う可能性がある。ロンドン

は慢性的な依存症の人がたくさんいて、生活

がめちゃめちゃであるとか、LGBT など性的な

アイデンティティの混乱であるとか、いろい

ろなケースがある。それらにすべて対応して

いかなければならない。ただ、警察官として

は、性暴力、性犯罪の被害者のサポートで時

間が埋まっている状態。過去 10 年では、ユニ

ットでロンドン全体の性暴力を見ていた。ロ

ンドンの中には、32 区ある。それぞれの区に

捜査班があった。それが一つにまとめられて、

性暴力のチームができた。今、５～６のチー

ムに分けられる状態になっている。シフトで

交代制でやっている。常に 250 人同じ場所に

いてくれたらラッキー。 

 

SOIT（性犯罪専門捜査官）  

 性犯罪調査訓練を受けた人を SOIT と言う。

実際に彼と同じような仕事をしている人は

250 人いるが、性暴力コマンドという大きな

ユニットの中では、様々な人が働いている。

チームメンバーだけれども SOIT ではないと

いう人もいる。SOIT は人々にあまり知られて

いないので、キャンペーンをやっている。NGO

やレイプクライシスとも協力しているし、自

分たちがコンタクト取りやすいように努力を

している。一般の人には知られていないかも

しれないが、こういう仕事をしている人たち

や GP（家庭医）はみんな知っている。何かあ

った時に、どこに紹介していいかはわかって

いる。 

 Haven や性暴力専門警察官がいなかったら

裁判に持ち込むことは非常に困難になると思

う。その手続きというのをやりやすくするた

めに存在している。SOIT はできて 15 年くら

い。昔は、警察が医師をみつけて警察に来て

もらって、理想的ではない状態でサンプルの

採取をやらなければならない状態だった。 

 

SARC の存在意義  

 SARC ができてから、証拠を採取するフォレ

ンジックの質が上がり、フォローアップの質

も上がった。警察や司法に対する準備がやり

やすくなった。 

 SARC や SOIT ができたことは、社会の動き

に対して出てきた反応ではないかと思う。有

罪率にこだわると正確な判断がしにくいと思

う。人々が性暴力・性犯罪について良く知る

ようになり、報告するようになったので、裁

判に持ち込む数が増えた。そうすると、スト

レスが大きいので途中で裁判をやめる人もこ

れまで以上に出てくる。有罪率で判断するこ

とは難しいと思う。 

 SARC の存在意義は、裁判や法律に照らした

勝ち負けよりも、被害者に対するサポートが

増えて層が厚くなり、大人でも子どもでも心

理面や感情面できちんとサポートされていく

ことができるようになったことだと思う。 

 

裁判に向けての訓練  

 こちらで証拠を取ってサンプルをとった人

がみんな裁判にいくわけではないけれど、裁

判に行った人の有罪率は 50％くらい。性犯罪

以外の犯罪でも、有罪率は変わらない では

ないか。 
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 警察は、有罪率に関してはよく批判を受け

るが、性犯罪被害者の対応はすごくきちんと

したものが出来上がってきた。昔には扱って

いなかったようなケースも裁判になっている

と思う。 

 質問：Haven の職員が裁判に出廷すること

はあるか？ 

 回答：よくある。だいたい医師は二カ月に

一回くらい法廷に行く。フォレンジックを取

る医師やサイコロジストは、裁判所で証人と

しての発言の仕方も訓練されている。一日弁

護士と会って、証人尋問で聴かれることのロ

ールプレイをする。実際に現実で裁判所への

召喚があった時には、シニア医師がケースを

見て、どんな質問が出てきそうか、突っ込ま

れそうなところを事前に見ておくということ

をする。 

 

社会意識の変化  

 人の社会的な態度の変化、認識の変化が大

きかった。イギリスでは、1981 年に妻でもレ

イプは犯罪になると法改正された。 

 フランスでは、警官や医師が被害者に対し

て酷い態度をとったことが動画に撮られてテ

レビで放映された。世論が盛り上がり、人々

の意識に変化が起きた。   

 1980 年代にこういった一連の動きがあっ

て、それに対応する形で適応したシステムを

作っていくことになった。実際には何が起き

ているのに何も起きていないふりをしている

のはおかしいと思う。 

 イギリスでも報告件数は高くなく、犯罪調

査でも暗数は多い。 

 それを変えていくために、GP（家庭医）へ

のトレーニング、性的な健康についての機関

へのトレーニング、性病クリニック、大学の

スタッフや先生方、学生で何かあった時に正

しい方向に導いていけるようなトレーニング

をしている。 

 暗数が多いのは、スティグマや恥がある。

ロンドンが最もオープンな都市だと思うが、

特に LGBT に関してはまだまだサポートが足

りないと思っている。警察からのサポートが

今はない状態。黒人のコミュニティでもオー

プンにならない。警察の中でも、サポートが

できるようになってきているし、警察官自体

が、自分が LGBT であるということをオープン

に話すことでサポートを作り上げている。 

 女性の性的犯罪というのにスポットライト

が当たっていて、女性は長い間不当に扱われ

てきたので、そちらのほうへのサービスがた

くさん行われてきたが、それだけではなくて、

様々なマイノリティがある。 

 そちらへのサポートがまだ不足している。  

 フランスのやり方を見習って、自分たちの

要求が通らないときは貫き通す意思が大切。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診察室での説明（手前が医師、奥がクライシ

スワーカー） 
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Ⅱ－５  
 

多様な支援：  
 
 

レイプクライシスセンター  
北ロンドン  

 
 

 

 

ま と め ： 本 橋  由 紀  
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施設概要  

レイプクライシス イングランド＆ウェー

ルズ、という大きなセンターがある。 

国全体で 33 か所あり、それぞれの支部は人

口のニーズに即した形で活動している。 

ヴィクティムサポートや警察、他の施設と

も緊密に連絡している。 

ウェブサイトも運営しており、全体・地域・

個々のセンターのものがある。 

被害者はどのようにして来るのか  

ヴィクティムサポートや警察などからの紹

介が大きい。 

警察がどのように分けているかはわからな

い。状況によって、サバイバーがセクシャル

ハラスメントにあったのか、暴行を受けたの

か、またはレイプされたのか、相手はパート

ナーか見知らぬ人かなどによって、来る・来

ないが分かれている。 

 

さまざまな対応  

ISVA（独立性暴力アドバイザー）が警察に

報告し、裁判の手続きが始まってから法廷に

行くまで、その後もしばらくのサポートを行

う。 

性暴力が不起訴や無罪判決になり、これ以

上の裁判はなし、と終わりになる場合、被害

者の反応としては、そういう結果になったけ

れども、自分にとってのこの経緯は価値があ

った、と捉えることができる人もいるし、ト

ラウマがひどくなる人もいる。その場合は、

追加のサポートが、ISVA によってしばらく行

われることもある。 

 裁判がいったん閉じられた後も、トラウマ

に焦点を当てたサポート、カウンセリングを

行うということもある。あるいは、補償が受

けられるケースもある。心理的・感情的トラ

ウマが癒されない人もいるが、日常的なサポ

ートにはなる。ヘルプラインに電話する人も

いる。再審請求の権利もある。 

 加害者が罰せられずに裁判が終わり、安全

が確保されない場合、ISVA には被害者の安全

を確保する計画を作る役割がある。保護セン

ター（シェルター）に連れて行き、被害者が

どこにいるか加害者に分からないようにする。

期間はシェルターによって最長１～２年のこ

ともあるが、そこに長くとどまることは勧め

ていない。一時的なシェルターとして、被害

者が先に勧めるようなサポートをキーワーカ

ーが行う。 

セッションは多種多様  

セッションは多種多様だ。心理的なサポー

トは、裁判の前が 6～16 セッション、パーソ

ンセンター（その人を中心に考えるカウンセ

リング手法）での１対１のトラウマに焦点を

当てたカウンセリングが 16～26 セッション。

最長１年で通常は 16 セッションだが、トラウ

マの種類によっては 26 セッション。あとは追

加になる。 

マッサージや指圧など身体に対応するボデ

ィセラピーもある。30 人そろって受けるよう

なもので、8 セッションずつある。 

アートセラピーのファシリテーターは 8 人。

ヨガのグループもある。身体の中にのこって

いるトラウマを開放する TRE というワークで

ロンドンでは一般的。LGBT サポートやピアグ

ループもある。   

1 年に 4 回行われるクォータリーウーマン

ズベースもある。かつてトラウマを受けた人

が主な対象になっている。ドラム、料理、石

鹸作り、写真撮影などをする。 

友人や家族、配偶者も含めてのカウンセリ

ングも行っており、6 セッションある。 
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経験者が語り合う会も始めたい  

まだ出来ておらず、始めたい活動としては、

裁判を経験した人の裁判後のグループ。カウ

ンセリングセッションで話をするのではなく、

裁判を経験した人同士が、私の経験はこうだ

ったと話し合えるグループを作りたい。 

裁判は終わるまでに２年やそれ以上など、

長い時間がかかる。その最中にはなかなかし

ゃべれないことがある。幕を閉じてはじめて、

いろいろなことを、その経験について話をし

たり、振り返ってみたりできるから。 

プラットフォームの存在 

ロビイングなどの活動に加わる人やそれを

サポートするグループとしてはプラットフォ

ームがある。プラットフォームを通して、い

ろいろな人が接触でき、政府に対するロビイ

ングもしている。ツイッターやウェブサイト

から、そうした問い合わせが来た場合には、

メディアに紹介することができる。    

プラットフォームは包括的なもの。癒され

たら、社会活動のほうに転換していける。ト

ピックによって動き方は変わり、家庭内暴力

ならば、3 つの中から 2 つの団体がロビー活

動に参加することになる。 

カウンセリングのモデル 

カウンセリングのモデルは「パーソンセン

タード」だが、スタイルはそれぞれのカウン

セラーによって違う。セッションの中で、文

化的背景が違う人の感じ方はどう違うのかを

確認しながら行っている。 

パーソンセンタード、というものは、ロジ

ャースが提唱したクライエントセンタードと

は違うもの。一人一人に合わせてカウンセリ

ングをしていく、という意味でパーソンセン

タードと言っている。以前はヴィクティムセ

ンタードやウーマンセンタードと言っていた

が、今はパーソンセンタードと言っている。。 

資金の関係で、それぞれの少数民族にまで

対応できる専門家を雇うことはできないが、

どういった民族に対しても平等にという意識

は皆持っている。 

レイプクライシス イングランド＆ウェー

ルズはさまざまなリーフレットを用意してお

り、セルフヘルプ、裁判に至るまでの過程、

グラウンディングテクニックなどが書かれて

いる冊子もある。 

ロンドンの 7 つの区で活動しているが、自

分たちが積極的に活動しているということを

常に考えている。パートナー機関との連携や

アウトリーチ、イベント企画など。プレゼン

テーションを行うこともある。サービスの紹

介だけではなく、心理教育目的のものもある。

何がハラスメントになるのか、何がレイプな

のか、何が暴行なのか、といった教育や、大

学での講義、裁判官や医師に対する講義も行

う。性暴力とは何か、クライエントへの対応

はどうするか、クライエントが心を閉じてし

まっているときの対応の仕方とか、こちらに

紹介できますよといったことなどだ。 

かつて、家庭裁判所でプレゼンテーション

を行った時は、被害者の方の声を代弁する機

関はレイプクライシスセンターだけだった。

最近、国会との契約も成立した。レイプクラ

イシスというだけではなく、国会の建物の中

でこちらが独立した機関として、サービスを

提供できるようになった。国会という働く人

のための場所で、レイシャル（人種的な）ハ

ラスメントやセクシャルハラスメント、特に

女性に対するもの、性的暴行が増えているの

で、国会の側からコンタクトしてきた。 

現行法の問題点  

2003 年の刑法改正について、このセンター

は 2011 年以降にできたので、改正によってど
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う変わったかは比べようがない。 

法律は文章であり、実際の運用が変わらな

ければいけない面がある。被害者が裁判所で

証言する際に、そのためのスペースはあるが、

被害者自身の言うことはきちんと聞かれてい

ないことがある。そのような裁判では、うそ

の証言をしているとうしろ指をさされること

もあり、被害者にとってはひどい経験になる。

しかし、加害者にも権利があるので、法廷に

いても ISVA は黙っていなければいけない。終

わってからマネージャーに報告して、それを

何らかの形でメディアに流したりしてキャン

ペーンをはることもある。 

 

 

サービスを受けるまでの時間  

サービスを受けるまでの時間は、ISVA は今

は、カウンセリングなどと比べると早く受け

られる。カウンセリンラーは、今 5 人おり、

１対１のカウンセリングだと、最初のアセス

メントまで 4 週間待ちになっている。その後

のカウンセリング開始まではウェイティング

リストに入る。ロンドンでも場所によって違

うが、6 カ月から 1 年くらいかかる。このた

めヘルプラインがある。1 週間のうち 21 時間

空いている。3 カ月間のトレーニングを受け

たボランティアにより、成り立っており、心

理的サポートをする。 
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エンパワメントモデル：  
 
 

レイプクライシスセンター  
南ロンドン  

 
 

 

 

ま と め ： 齋 藤  梓  
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施設概要  

ロンドン中心部から電車で向かった先の、

閑静な住宅地の中に施設はあった。女性を保

護する施設でもあるため、住所が特定される

ことを回避するため、外観は掲載することが

できない。 

内装は、カラフルだが落ち着いていて、ホ

ッとする雰囲気であった。待合室には、カウ

ンセリングに関する情報提供や、エンパワー

される掲示物などがあり、女性の支援とアド

ボカシーを担ってきた機関であることを感じ

させた。 

 

・主な活動内容は、以下の通りである。 

 性暴力被害者からの電話相談（ヘルプライ

ン）、面接相談、カウンセリング、ISVA（独立

性暴力アドバイザー）による刑事手続支援。 

 

・WEB サイト 

http://www.rasasc.org.uk/ 

 

 
 

 

事前質問への回答  

始めに、事前にお送りした質問書へいただ

いた回答を記す。 

 

Q．レイプクライシスセンターは、人々に広く

認知されていると聞いたが、どのような広報

をしているのか？ 

 

A．まだまだ十分ではない。この国には、50 か

所のレイプクライシスセンターがあるが、い

くつかの地域にはまだない。レイプクライシ

スセンターが作られ始めた 40 年前に比べた

ら、組織はずいぶんと広がった。私たちは、

政府に私たちの活動を知らせるために様々な

キャンペーンを行い、今では、性暴力の専門

機関として知られるようになった。広報とし

ては、自分たちのそれぞれのサービスや活動

について、レイプクライシスセンター全体を

統括するウェブサイトや、それぞれの施設の

ウェブサイトを作成して情報を伝え、地域の

雑誌への掲載や、テレビの取材、ラジオへの

出演なども行った。そうして、専門性を知ら

れるようになった。 

 

Q.2003 年の性犯罪法の改正に際して、どのよ

うな活動を行ったのか？ 

 

A．政府が開催した会議に参加し、口腔や肛門

への挿入がレイプに含まれることを確実にし

てほしいと述べた。また、児童虐待の法律は

時代遅れであり、グルーミングが法律違反で

あると主張した。（グルーミングとは、子ども

の味方のふり、親切な大人のふりで近づき、

徐々に性的虐待を進行させていくこと。） 

 

Q. 他の支援機関との連携はどのように行っ

ているのか？ 

 

A.  多くのクライエントは、他の支援も必要

としている。私たちは、子どもの保護が必要

になる家庭内での暴力については専門として

http://www.rasasc.org.uk/
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おらず、そのほかにも、クライエントの個々

のニーズをサポートする機関と協力すること

が重要だ。多くの難民は移民問題の助けを必

要としているので、そうした問題の支援機関

の紹介もしている。 

 

Q．有償のスタッフは何名いるのか、スタッフ

の 1 日のスケジュールや、研修の内容はどの

ようか。 

 

A. センターには複数の部門があり、まず、国

の事業でもあるヘルプラインには、30 名のボ

ランティアがいる。次に、研修部門には、6 名

の有償のトレーナーがいる。カウンセリング

部門には、21 名の有償のセラピストとスーパ

ーヴァイザーがおり、アドボカシー担当部署

には、4 名の有償スタッフがいる。アウトリ

ーチ部署は、二人の有償スタッフと一人のボ

ランティアが行っている。ドメスティックバ

イオレンス部署は 2 名の有償スタッフがいる。

そしてそれぞれの部門に、チームをまとめる、

コーディネーターと呼ばれるメインのスタッ

フがいる。あとは、全体の管理者として 3 名

のスタッフと CEO がいる。 

 共通したスケジュールはなく、みんながそ

れぞれの部署で、必要な仕事をしている。ト

レーニングは、9 月から 12 月の秋期は共通の

ものが全 12 回で、カウンセリングスキルやス

トレス対処方法、司法システム、解離性障害、

面接での沈黙や怒りについてなど、多岐にわ

たって行う。 

 

Q. 警察で、不起訴や無罪となった場合の支

援はどのように行われるか。 

 

A．私たちは常にクライエントを信じている。

そのため、たとえ刑事司法制度が否定的な結

果であっても、すべての女性にセラピーを提

供する。 

 

Q．ファンドレイズはどのように行っているか 

 

A．これは非常に重要な問題だ。私たちは、フ

ァンドレイジングのために非常勤のスタッフ

を雇っている。私たちは、政府からいくらか

の助成を受けているが、それは地域の公安委

員（Police & Crime Commissioners）が委託

されて行っている。国からの助成は制限があ

り、私たちは、この経費をどのような支援に

使用するか、あるいは使用に際して課せられ

る制限に気を付けている。現在、助成金は、

女性や少女たちの回復に役立つと分かってい

る、すでに成功している臨床的な介入よりも、

革新的なプロジェクトに与えられる傾向があ

る。今、UK 全体の経済状態があまりよくない

ため、性暴力被害者支援への資金も不足して

いるし、そのほかにも多くの助成金が削減の

方向にある。今、非常に困難な財政環境で、

できる限り資金を得るように努力しているが、

持続可能な長期的な見通しは立っていない。 

 

Q．こちらの施設で用いられている心理学の理

論はどのようなものか。 

 

A．私たちは、クライエントが自律性を取り戻

すためのエンパワメントに重点を置いた、統

合的モデルを使用している。サバイバーたち

は、暴力にさらされ、コントロールを奪われ

ているため、自律性を取り戻すことが目的と

なる。統合モデルでは、多くのアプローチを

使用する。例えば、力動的心理療法、ゲシュ

タルト療法、ソリューションに基づいた方法、
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芸術療法、対人関係療法、マインドフルネス、

感覚運動など。サバイバーは、性暴力によっ

て、暴力を受けた時の気持ちと身体の感覚が

乖離している場合があり、そうしたときには

感覚や運動に焦点を当てた介入は役立つ。そ

れぞれのクライエントは個々に異なるため、

セラピストはそれぞれの持つスキルをクライ

エントに合わせて使用する。私たちは、こう

した方法を、エンパワメントモデルと呼んで

いる。 

 

Q．セラピストのトレーニングはどのようにし

ているのか。 

 

A．トレーニングは毎週、10 週間にわたるプ

レゼンテーションとトレーナーの豊富な知識

に基づいて行われるため、それらを全て説明

することは難しい。 

 

Q．第一線でサバイバーと接するときに大切な

ことは 

 

A．人間性、誠実さ、正直さ、やさしさ、そし

て共感を大切にしている。専門家ではな

く、”alongside”そばにいる存在であること。

私たちがエキスパートなのではなく、クライ

エントこそが、彼ら自身のエキスパートだと

考えている。多くのセラピストは、「有用で」

「強力な」ことを好むが、これは、私たちが

クライエントと共に部屋にいるときの立場で

はない。私たちは、彼らを「被害者」や「傷

ついている人」のようには扱わない。彼女た

ちは恐ろしい体験を経験してきた人間であり、

私たちは、彼女が自尊心と自分の価値を取り

戻し、経験から回復するのを助けるファシリ

テーターだ。もしも、彼女が自分を責めてい

るならば、私たちは、彼女のその信念に取り

組んでいく。 

 

Q．Woman-centred approach とはどのような

ものか。 

 

A．私たちは、すべての女性のための組織であ

る。サバイバーが安全に感じられるよう、敷

地内に男性はいない。そしてすべての女性の

スタッフが、女性をより理解している。こう

しことが、Woman-centred approach の在り方

である。 

 

Q．アセスメントのための心理学やメンタルヘ

ルスのツールは使用しているか。 

 

A．性暴力の経験をしたほとんどの女性は、自

尊心が低下し、複雑性の PTSD に苦しんでい

る。国のメンタルヘルスサービスは性暴力の

専門家ではないため、多くの女性が、誤った

診断を受けている。子どものころから深刻な

児童虐待を受けた女性は、ときに、統合失調

症と誤診される解離性障害に苦しんでいる場

合がある。私たちは、こうした女性たちのた

めの、診断シートを持っている。しかし、複

数の人格を有している場合には、私たちも、

どの人格が質問に答えているかがわからない。

私たちが、専門家として、クライエントの協

力の下で行動や機能に気が付いていくことは

可能。私たちは CORE と呼ばれる、心理的、環

境的および社会的行動を測定するツールを使

用する。治療の終わりに、同様のツールを再

び使用して、結果が改善しているかを確認す

る。たとえ、クライエントが人格障害や気分

障害を有していても、彼らに治療を提供する

し、支援を断ることはない。 
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Q．メンタルヘルスサービスの紹介や投薬につ

いてはどのようにしているか。 

 

A．この国のメンタルヘルスサービスは、性暴

力の専門家ではない。例えば、私たちのクラ

イエントの対処方略が自傷行為や、摂食障害

や、自殺念慮である場合、それらの行動をや

める、あるいは自殺しないというまで、精神

保健病棟に入院させられる。それはおかしな

ことだ。私たちは、そうした状態の根本的な

原因に取り組み、そうすることで、それらの

行動は減少し、やがて消えていく。NHS で処

方される薬は、通常は、うつや不安に対する

薬。しかし、これらは、私たちのところにく

るクライエントには合っていないため、しば

らくした後に、投薬をストップすることもあ

る。私たちは、メンタルヘルスサービスから

多くの紹介を受けている。 

 

Q．男性や LGBT のサバイバーの相談は受けて

いるか。 

 

A．全国に、男性や LGBT のサバイバーのため

の専門相談機関がある。男性やトランスジェ

ンダーの女性と働くことはない。 

 

Q．子どもへのカウンセリングは受けているか。 

 

A．子どもに接するセラピストは全て、プレイ

セラピーや若者へのセラピーの訓練を受けて

いる。また、彼らは他のセラピストと同様に、

性暴力のトレーニングも受けている。司法面

接も試験的に実施しており、訓練を受けた人

が、子どもにやさしい快適な部屋で面接を行

う。裁判官、検察官、弁護人からの質問は面

接者のイヤホンに送られ、面接者が子どもに

対し、優しい方法で尋ねる。この司法面接は

記録されているので、子どもは法廷に出頭す

る必要はない。今のところ、この司法面接の

手法の結果は肯定的である、評価を待って、

全国に広めていきたいと考えている。子ども

と大人は、司法刑事手続のあいだ、いつでも

セラピーを受けることができる。しかし、私

たちは、子どもを「誘導した」とみなされな

いように、事実認定に係る部分について話を

しないように細心の注意を払っている。私た

ちのクライエントの中には、警察に行く前に

完全なセラピーを受けた人もいる。この場合、

警察は、私たちがクライエントを誘導してい

ないこと、そしてクライエントの語る言葉が

セラピストに伝えたことと一致していること

を確認するために、記録の開示を求める。こ

のため、各セッションについて、簡単な記録

を取っている。 

 

Q．ピアグループやグループセラピーは行って

いるのか。 

 

A．私たちは、ピアグループは行っていないし、

そのための助成を受けていない。ピアグルー

プの場合、グループの進行役が完全に回復し

ていないと、危険になる可能性がある。私た

ちは、訓練を受けた集団療法のセラピストが

ファシリテーターを務める、6 か月間のポス

トセラピーグループを開催している。 

 

Q．アジア人へのセラピーは、何か特徴がある

か。 

 

A．私たちは、セラピストのためのトレーニン

グコースの中で、文化的意識を取り入れてい
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る。そして、異なる文化的背景を持つセラピ

ストを採用している。しかし、私たちは、ク

ライエントに、セラピストについて、どのよ

うな民族や年齢を希望しているのかを尋ねた

り、彼ら自身の文化を尋ねることはほとんど

ない。 

 

Q．他の国での心理学的技法への関心はどのよ

うか。 

 

A．私たちはこの仕事を 33 年間続けてきたの

で、クライエントをサポートする方法につい

て豊富な知識を持っている。他の国で開発さ

れた新しい技術には関心はある。しかし、多

くの「研究者」はプログラムを開発するが、

彼らの多くはクライエントを見たことがない

と思う。 

 

Q．精神科医や心理士の診断について。 

 

A．クライエントの診断は間違っていることが

あるので、私たちは注意をしている。その診

断を、性暴力を専門とするセラピストの初見

と一致させるようにしている。しかし、私た

ちにとっては、どんな診断であっても、あま

り関係がない。なぜならば、私たちは、今起

きていることの原因と診断とに取り組んでい

るから。以前にも述べたが、私たちは、決し

て支援を断ることはない。私たちは、医師か

らの情報提供書を求めないし、クライエント

自身がどのように感じているかを語ってもら

うようにしている。記録の守秘義務は必ず守

られるわけではないので、クライエントは、

医師に自分のことを話していない場合がある。 

 

Q．ISVA はどのようにトレーニングされてい

るのか。 

 

A．ISVA のための特別なトレーニングコース

がある。私たちは、私たちの ISVA をウスター

大学の修士課程に送った。これは、UK で最高

レベルのトレーニング。他のコースは、この

コースほど詳細ではない。レイプクライシス

センターは、現在、独自の ISVA トレーニング

コースを開発している。これは、すべてのレ

イプクライシスセンターに展開される予定で

ある。私たちの ISVA は、私たちの性暴力のト

レーニングコースも修了しなければならない。

つまり、ISVA を訓練するためのシステムは一

つではない。彼らは、あなた方と同じサポー

ト（質問者が提示したのは、警察や検察との

同行支援等刑事手続支援）を提供し、クライ

エントのために警察と連絡を取り合い、警察

が彼らの仕事をしっかりと行うように促す。

もしも、警察がちゃんと仕事をしないときに

は、警察と穏やかに対峙する。私たちは、警

察と、非常に緊密かつ有効的に協力するし、

彼らの委員会に関わっている。 

 

 

 

 

 

ここからは、実際に南ロンドンのレイプク

ライシスセンターを尋ねて、うかがってきた

ことを記載する。 

 対応してくださったのは、CEO の Yvonne 

Traynor さん。まず、レイプクライシスセン

ターの中を一通り見せていただいた。レイプ

クライシスセンターには、それぞれにテーマ

カラーが異なる複数の面接室があり、そのほ

かに、スタッフが仕事をする部屋、ヘルプラ
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インの部屋などがあった。 

 面接室は、青やライラック、黄色など、テ

ーマカラーによって壁の色やファブリック、

おいてあるものの色も異なっていた。クライ

エントの特性に合わせて、またセラピストの

使うスキルに合わせて、使用する部屋を変え

ているということだった。面接室は、どの部

屋もとても居心地がよい、素敵な空間だった。 

 スタッフが仕事をする部屋は、開放的で、

スタッフ間でコミュニケーションが取りやす

い空間になっていた。また、ヘルプライン、

電話相談を行うブースには、クライエントか

ら言われて嬉しかった言葉を葉っぱに書いた

ツリーや、スタッフの好きな写真（飼ってい

る犬など）が飾ってあった。ヘルプラインは、

とても厳しい状況にあるクライエントからの

電話が多く、スタッフが疲弊してしまうので、

明るくハッピーな気持ちになれるように工夫

しているということだった。 

 

 見学の後で、質疑応答を行った。 

 

 

 

 

 

セラピストのトレーニングは？  
エンパワメントモデルとは？  

 

二つのトレーニングコースがあって、一つ

は、このセンターで働きたいという人のもの。

性暴力に関するすべてが含まれている。色々

な文化背景の人がいるので、それも含むし、

心理的な内容も含む。 

もう一つは性暴力に関するセラピーのトレ

ーニングコース。こちらで働きたいと希望し

てくるセラピストはたくさんいるが、きちん

とした資格を持っていて、すでに相当数のク

ライエントを見たことがある人を雇用してい

る。そして採用面接は、対面で質問するタイ

プではなく、ロールプレイを行う。女優にな

るトレーニングを受けているスタッフがいる

ので、彼女を相手に、実際に面接をしてもら

う。そうすることで、この人がどのようにセ

ッションをするかが分かる。私たちの仕事は、

性暴力のサバイバーに対して特化した仕事を

している。エンパワメントモデルを使う。性

暴力の被害にあった人は自分の力を取り上げ

られてしまった人たちなので、自分の力を取

り戻すための助けをしている。ちょうど最近、

ダラム大学によって評価が行われた。最近印

刷されたばかり。 

 

 

クライエントが専門家  

 

私たちの立場は、私たちがエキスパートな

のではなく、クライエントがエキスパートで

あるという立場。セラピーが必要だというこ

とがあれば、まずは、クライエントから電話

してきてもらうことが必要。セラピーを継続

するかどうかの決定は、常に、クライエント

が行う。クライエントのために、何かを代わ

りに決めることはない。それは、警察に届け

るか否かの決定においても同じ。刑法につい
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ての必要な情報はすべてクライエントに伝え

て、警察に届けるかしないかの決心はクライ

エントがする。この辺りは、ISVA のスタッフ

が重要になる。ISVA は、裁判をする場合は裁

判のプロセスのサポートをしていく。ほとん

どの場合、裁判官に特別措置をしてもらい、

被害者の後ろに ISVA がいるという措置を取

ってもらう。 

 

レイプクライシスセンターがいくつありま

すかという質問を受けているが、全然足りな

いと考えている。私たちがしている仕事の量

から考えると全く足りない。セラピーセッシ

ョンを申し込む人は、一週間で 20 人程度。た

くさんスタッフがいるように聞こえるが、ク

ライエントが必要な時にすぐにセッションが

できるほど、人を雇用する資金的余裕はない。

イギリス自体が財政的に困難なので。資金が

どのくらい続くかは先が見えない。どのレイ

プクライシスセンターも 1 年ごとの予定しか

たてられない。私たちは南ロンドンすべてを

カバーしているので、アウトリーチ部門を広

げたいと思っているが、統計によると、4 人

に 1 人の女性が何らかの性的暴力を経験して

いるという調査が出ている。どんなに組織が

大きくなっても、クライエントの数がそれだ

けいるので足りるということはない。 

 

20 年前に仕事を始めたころには、性暴力に

ついて話をする女性は全くいなかった。恥ず

かしいという気持ちで、みんな口にしなかっ

た。女性運動、ウーマンズムーブメントが始

まって、私たちは声をあげるようになった。

私たちは何が起きたのか話をするようになっ

て言った。私たちがクライエントの代わりに

声を上げ始めた。そして統計を、政府や刑法

の部門に統計を見せた。そこでは、これだけ

の人数の女性が私たちにコンタクトをしてき

ていて、そのうち警察に出したのは 3 人であ

るという統計を持って行った。なぜ警察に届

出ないのかという質問を受けた時に、警官は

すべてが男性であるし、女性に対して同情心

がない、中には女性の方に落ち度があると考

えている人もいた。でも、私たちはあきらめ

ないで、刑法について、マスコミ等々、様々

な部門に働きかけた。政府が重い腰をあげざ

るを得ない状況になるまで話し続けた。ロン

ドン警視庁にも話をした。警察で、性暴力を

受けた女性がどんな経験をしているのか、

ISVA のようなサポートがぜひとも必要であ

る、こうした組織が必要だと訴えたが、警察

からはとても抵抗が強かった。警察としては、

完全な仕事をしていると言いたいから、抵抗

があった。信じてもらえなかった。でも、幸

運なことに、ロンドン警視庁のトップにいる

人が信じてくれて、様々なトレーニングをす

るようになった。警察でも女性の警官を雇う

ようになったし、SOIT という性犯罪専門の捜

査官の制度を導入した。その警官たちが、ク

ライエントたちとの連絡を取る。捜査を行う

のはまた別の警官。性犯罪に特化して仕事を

する警官ができたということで、状況は、か

なり改善されてきている。子どもの虐待につ

いても、特化している警官がいる。ゆっくり

と様々なことが変化している。 

 

女性運動が発端となり、様々声に出すよう

になり、たくさんのキャンペーンを行ってい

る。女性に対するメッセージは、あなたのせ

いではない、ということ。自分を責めるのを

やめて加害者を責めるように、と。いろいろ

なことが変わってきていて、現代にいたる。 
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2003 年には性犯罪法が改正された。このと

きに子どもの虐待に関する法律が変わり、レ

イプの構成要件が変わった。後は性犯罪で女

性が加害者になり得るということにもなった。

重要なのは、こうした組織が独立してものを

言える機会を持ち続けること。資金は政府か

ら出ていても、そうしたことを気にせず、ス

ポンサーの意図に寄り添うのではなく、間違

っていることは独立した組織として声を上げ

続けることが重要である。私たちは、政府や

警察や刑法を代弁する組織ではなく、クライ

エントを代弁する組織である。 

 あとは、マスコミとのコンタクトもたくさ

んある。テレビとかジャーナリストとかライ

ターとか。彼らは性暴力に対して何か書きた

いときに最初にこの組織にコンタクトをして

くる。 

 

 

ISVA の重要性  

ISVA のスタッフの方にお話をうかがった。 

 

Q.ISVA のトレーニング内容は？ 

 

A．ISVA のトレーニングは、地域によって違

うが、こちらは 3 か月のトレーニングで、性

暴力を受けた人へのサポートを行うという A

レベルの資格。A レベルで、性暴力を受けた

人のサポート、という講義があってそれが基

本。A レベルでパスして資格を取って、卒業

後の 1 年のコースで、ISVA の資格を取るのに

必要なコースになる。通常、A レベルは色々

な科目があり、2 年くらいかけて勉強するが、

さっき言った A レベルは 1 週間に 1 日で、12

週間でコースを納めなければいけないのでも

のすごく凝縮したコースになる。宿題をやり

ながら。その結果の論文を提出する。 

 

Q．ISVA としてつらいときは？ 

 

A． ISVA としてつらいときは、被害者の家族

や友達、サポーターの立場になっている人が

一緒にいると、結構難しいことがある。ある

程度の距離を置きながら、クライエント自身

に焦点を当てるようにしていく、周りの人は

周りの人で自分中心にサポートしていく必要

がある。あとは、時間がものすごく長くかか

るので、いろいろなことがおしてくることが

あってそれも大変。ときにより 1 日中、証言

するために証言するために待っていて、また

明日来てくださいということになるので、不

安やストレスレベルがあがる。 

 

Q．ISVA は社会でどのように評価されている

か。 

 

A．検察と警察や裁判所に、私たちの仕事が必

要で認めさせることにはかなりの努力が必要

だった。まだ 2004 年から雇用が始まった新し

い職種。司法というのは、すごくゆっくりと

しか変わらない世界なので。一般社会の人は、

ISVA の存在を知らない。性暴力の被害にあっ

た人でも知っている人は少ない。刑法、刑事

司法に関わる人が ISVA の存在があることを

知ってもらうことが重要だと思う。この組織

は、司法とか警察とかからは独立した組織で

あるということもはっきりさせなければなら

ない。ISVA の役割を知ってもらうために努力

することは大切だが、司法とか警察の組織寄

りの人間だと捉えられてしまうことは避けた

い。 



46 
 

 

 

以下、セラピストの方にも質問を行った。 

 

Q．裁判の進行とセラピーの関係について。 

 

A．裁判の進行中に受けるセラピーについては

様々な議論がある。裁判が始まる前に受ける

セラピーについてのガイダンスが変えられよ

うとしている。性暴力の被害を受けた人が、

何も喋れずに自分の内側に秘めることを強い

るのは正当ではない。6 週間のグラウンディ

ングセッションがあって、クライエントに何

があってどんな気持ちがしたかというセッシ

ョンではなく、実際面で何とか日々過ごして

いくことに適応していく技術。グラウンディ

ングセッションでは自分の気持ちを話すこと

はできる、ケースそのものについて具体的に

話さないのであれば自分の気持ちは話をして

もよい。面白いことに、自分が受けたことに

セラピーを長いこと受けて、警察に届け出る

決心をする人もいる。そういう人はセラピー

を受けた状態で届け出ることになる。 

 エンパワメントは私たちが行っているすべ

てに適応していること。どんなセラピーでも

エンパワメントすることが大切である。どれ

にも入っていること。 

 解離も裁判中はグラウンディングで対応す

るが、DID の人が裁判のプロセスを行うこと

は困難。どの人格が出てくるか分からないか

ら。たとえば子どもの人格が出てきてしまっ

た場合は、裁判がそこでできないことになる。 

 

Q．グラウンディングテクニックはどのような

ものを使っているのか。 

 

A．自分の気持ちを伝える機会。落ち着ける技

法を伝える。何か心配事はないか聞く、刑事

司法以外の部分で何らかの問題、家族との問

題がないかどうか聞く。 

面接のときに、クライエントは、裁判にな

っているケースについて話ができない。なぜ

かというと、相手の弁護士から、カウンセリ

ングでどのようなことを話していたか、疑義

が生じる可能性がある。警察に届け出たら、

そのケースについては、セラピーでは喋って

はいけないことになっている。警察からはカ

ウンセリングの経験の記録、医者の医療記録、

SNS での記録、そう言ったものをすべて提出

するように要請が来る。まるで加害者が裁判

にかけられているんじゃなくて、自分が裁判

にかけられているような気持ちになる。 

 

Q．記録はどのようにしているのか？ 

 

A．カウンセリングの記録も開示が求められる

ので、何を書くかはとても慎重にしている。

彼女は性的なレイプの被害を受けました、彼

女の気持ちをこのように話しました、という

ことだけを記載する。彼女の感情はこうであ

ると言いました、とか、今日のセッションで

は家族について話しました、という程度。裁

判のケースに対して、悪い影響があってはい

けないので、お酒を飲んでひどく落ち込んだ、

などは書かない。 

 

【所感】 

南ロンドンレイプクライシスセンターは、

もともとフェミニズムの活動も活発に行って

おり、女性のための施設という位置づけが明

確でした。クライエントを断らない、すべて

クライエントが決められるようにエンパワー



47 
 

する、ということを明確に述べており、活動

しているスタッフみんなにその理念が共有さ 

れているところが、とても素晴らしいと感じ

ました。  
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Ⅱ－７  
 

裁判での支援：  
 

証人サービス  
In ウィットミンスター裁判所  

 

ま と め ： 塩 入  彩  
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視察概要  

 私たちが訪問したのは、ロンドン市内にあ

るウェストミンスター初等裁判所です。この

裁判所内で、証人サービス（ウィットネス・

サービス）についてマネージャーの FATIMA・

KHANON（ファティマ・ハノン）さんにお話を

伺いました。 

証人サービスとは  

裁判所に併設されている支援団体。事前の

裁判所見学、衝立やビデオリンクでの証言の

調整、加害者や加害者関係者と合わないよう

に調整するなどのサポートを行い、被害者等

の証人が、証言を平静な気持ちでできるよう

援助します。ファティマさんによると、証人

サービスはボランティアによる独立組織です

が、法務省の管轄で、そこから資金が出てい

るそうです。給与を受けているスタッフと、

ボランティアのメンバーで成り立っていると

のことです。 

質疑応答  

ファティマさんには、次のような質問にお

答えいただきました。 

証人サービスの意義とは 

証言するために裁判所に呼ばれる経験は、

人によっては大変な経験で、その後トラウマ

になることもありえます。私たちはトラウマ

を軽くするためにいます。もちろん、この経

験が快適な経験になることはありませんが、

事前に知識を伝えて、心の準備をする手助け

をすることで、より少しは楽になると感じて

います。 

 証人サービスがなかった時代、証人として

呼ばれる人に裁判の進行状況を伝える人はな

く、これから何が起こるかの情報提供もされ

ていませんでした。警察で調書をとるときも、

カウンセリングやセラピーもありませんでし

た。そのため、証人にトラウマが生じること

もありました。裁判で、加害者と初めて顔を

合わせることになります。呼ばれてきたら、

目の前に加害者が立っている、という状況に

もなるのです。どんなトラウマになるか、想

像がつくと思います。 

設立のきっかけ  

1973 年にビクティムサポートが始まりま

した。証人サービスはその一つです。特にこ

れがあった、というわけではありません。た

だ、様々な場面で問題が起きていました。た

とえば、加害者と鉢合わせする、加害者は被

害者の証人に圧力をかける、ということが起

こりました。そのような状況では、証人が証

人としての証言を満足にできず、有罪判決率

は大変に低かったです。警察への報告件数も

低迷していました。 

現在では、被害者や証人は、たとえ警察に

報告するにしてもしないにしても、その前の

時点で、様々なサポートが得られます。法医

学的な証拠採取、心理面でのサポートなどで

す。被害者の方は、必ずしも、その後に警察

に行ったり検察に訴えたりしてもしなくても

いい。性暴力の場合、証拠が重要になるので、

最初に証拠をとっておいて、後になって、裁

判をしたいとなった時には、証拠が残ってい

るということになっています。また、ISVA（独

立性暴力アドバイザー）のシステムも設立さ

れました。警察では、こうしたケースに特化

した訓練が行われている部門もあります。 

ISVA との役割分担  
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ISVA は、警察への報告があった時点から活

動が始まります。私たち証人サービスは、加

害者が無罪であると主張したときから始まり

ます。それ以降は、被害者および ISVA と協力

し合って、サポートしていくことになります。

証人サービスは証拠には関わりません。証人

となる人が、警察や裁判で、自分の権利やニ

ーズを主張できるように支援していくのです。

感情的なサポートも行います。ISVA は、より

詳しい面で最初から裁判のサポートをしてい

ます。 

裁判所は、被告と原告の両方に対して、バ

ランスの取れた形で、両方の権利を認めてい

かなくてはいけません。そこに偏りがあって

はいけません。証人サービスは、被告人側と

のかかわりはありませんが、裁判の中で何が

起きているのか、被告人側の話もたくさん聞

くことになります。証人サービスは、詳しい、

具体的な被告人の証拠については扱いができ

ません。なぜかというと、被告人の言うこと

も耳に入ってくるので、具体的な話を聴いて

しまうと、被告人側から適切ではない情報の

やり取りがされているということになってし

まうのです。 

加害者側証人のサポートも  

加害者側の証人のサポートもします。加害

者側の証人も、多くの場合は裁判所で発言す

ることは初めてでしょう。証人サービスとい

うのは、具体的な証拠の部分にはノータッチ

なので、どちら側の人に対しても「あなたに

はこういう権利がありますよ」と伝えること

はできます。ただ、加害者側の証人と、被害

者側の証人には別の担当がつきます。同じ人

が加害者側も被害者側もサポートする場合、

証拠には関わっていないから実務上の問題は

なくても、被害者側の人にとっては、自分の

サポートしてくれているが加害者側の証人も

サポートしているとなると、心理的に拒否感

を抱いてしまいかねないからです。 

証言の録画  

被害者が警察で話をした内容は、ビデオ録

画することになっています。被害者が嫌だと

いえばしないですが、記録しておいてほしい

という人のほうが多いです。それは証拠とし

て使われます。 

事件が起こってからの流れでは、被害者は

まず法的な証拠を残すフォレンジック（法医

学的）診察を受けます。それから警察に行っ

て、証拠として調書を取ってもらう、ビデオ

を取ってもらうというステップがあります。

年に 20 人、医師を呼んでトレーニングをしま

す。The Havens で働いているような医師は裁

判に呼ばれて証言をしなければいけないとこ

ろがでてくるからです。突然呼ばれると、ト

ップクラスの医師でもきちんとした証言がで

きないことがあるので、法廷での証言の仕方

のレクチャーをします。被害者が証人サービ

スに来る前に、ISVA のサポートを受け、トレ

ーニングを受けた医師や警察、検察に接する

ことになります。証人サービスに来るまでに

いくつものサービスが設立されています。 

 

事前訪問  

裁判が始まる際には、準備として証人サー

ビスが絡んでくるということになります。裁

判が始まる前に、裁判の前に裁判所を訪問す

る「PTV」というものがあります。その場合は、

ISVA の人が一緒についてきます。希望すれば

警官も一緒です。訪問は１～３時間程度。裁

判がはじまる前の経験も、被害者にとっては

きついものになることもあるので、ゆっくり

と進めていきます。事前に訪問するというこ

とで、加害者や加害者のサポートをする人が
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いない状況で裁判所を経験できるというメリ

ットがあります。被害者が、もう一度訪問し

たいと希望を出すこともあります。 

尋問の録画  

事前に尋問を録画することもあります。警

察でビデオ録画をされたものが主尋問として

使われることがあります。反対尋問について

は、ここ 2 年ぐらいで、トライアルをやって

いる状況です。まだ、それが基準として出来

上がっているわけではありません。あくまで

パイロットプログラム。まだ議論が起こって

いるところです。 

録画を主尋問に使う場合は裁判所に来る必

要はありませんし、ビデオリンクの場合は裁

判所には来ますが法廷に来る必要はありませ

ん。性犯罪の特別措置としては、ビデオリン

クと衝立があります。また、匿名措置もあり

ますし、殺人事件の証言では証言者が声を変

える特別措置もあります。 

特別措置、加害者側からの反対も  

証人サービスやヴィクティムサポートでは、

特別措置がちゃんと行われるように運動して

きています。特別措置に対して、加害者が反

対するためです。加害者は「まだ自分は有罪

判決を受けたわけではないのに、証人を隠し

た措置をとると、陪審員が自分を有罪だと思

ってしまうのではないか」と主張するのです。

私たちはそれに反対の意見を申し立てます。

「これは証拠の質を確実にするためである。

証拠をきちんと証拠として提出するためには

必要である」と。被告人側の反対はかなりあ

りましたが、こちらは主張して、今は特別措

置が自動的に起こるようにもなっています。 

実際に被害者側の人が証言をする場合、裁

判官が入ってくるドアから入ってきて、ドア

のすぐそばにカーテンで遮蔽をします。裁判

官は近い位置にいて話をすることができます。

被告人を見ることもないし、被告人から見ら

れることもない。実際に姿が見えるのは裁判

官と書記の二人の弁護士が見えるだけ。高等

裁判所では、陪審員も姿を見ます。 

主尋問がビデオでとられている場合には、

それはだれもが見ることができます。反対尋

問の時には遮蔽のところで証言、またはビデ

オリンクで証言します。証人サービスの職員

は被害者のわきに座っています。それはビデ

オリンクの部屋でも同様です。被害者の人が

ISVA に付き添われたいと希望したら裁判官

はそれを許可することもあります。ISVA が座

っていいかは、裁判官の判断によります。た

とえば、警察でのビデオ証言の時に ISVA の人

が一緒に座っていて、それが映像として残っ

ている場合には、裁判官は、ISVA の人を一緒

に付き添うのは適切ではないという判断にな

ることもあります。それは、被害者の方が証

言をしているときに ISVA が一緒にいる場合、

証言・証拠を汚染しないという意味で適切で

はないという判断になる場合があるのです。

ISVA の人が付き添っているのをみたりする

と、被告人が「ISVA の人が証人を誘導してい

るのではないか」ということを言ったりしま

す。最近は ISVA が警察での録画で付き添うこ

とは少なくなりつつあります。警察が訓練さ

れてきたためです。 

被害者が法廷にいた方が有利？  

確かに、被害者が法廷で話した方が伝わり

やすいです。ただ、被害者のトラウマが激し

すぎて、加害者の顔を見ることができないと

いう状態であれば、ビデオを流すことができ

た方が、まだずっといい状況になります。遮

蔽の後ろで姿が見られなければよい、という

こともあるかもしれない。その場合、「ここに

来られる」という決断ができるだけでも、良
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い状況です。加害者がいる建物にいることが

嫌だという場合には、ほかの建物でビデオリ

ンクすることもあります。少しでも近いとこ

ろで証言できるということになれば、証言が

本人からとれない場合よりも良いでしょう。 

 

仲介者を入れる特別措置も  

もう一つの特別措置として、仲介役の人を

入れる場合があります。耳が聞こえない、学

習能力に問題があったり、精神的に遅れてい

たり、発達障害などの弱い立場の人は、加害

者のターゲットになりやすい。また、まだ言

葉が話せるようになる前に性暴力を受けた子

供もいます。 

仲介者になるのに必要なことは、まずは、

プロのセラピストやソーシャルワーカーであ

ることです。トレーニングを受けて、特別仲

介者の資格を持っています。国に登録されて

います。博士課程を終わった後くらいのプロ

であって、ソーシャルワーカーや教師で、そ

れに加えて特別な訓練を受ける。比較的新し

いシステムで、費用のかかるサービスではあ

る。こちらとしてはこのサービスを続けてほ

しいと思っているけれど、政府としてはお金

がかかりすぎると憂慮しています。 

裁判前の証人サービスは？  

今の段階では事前の反対尋問の録画がパイ

ロットステージなので、政府としては今年（２

０１８年）末くらいまでには浸透させたいと

は言っていたが、それはいつになるかわかり

ません。今の状態で証人サービスは何らかの

形でサポートしたいと主張していますが、そ

れもわかりません。ただ、我々の立場として

は、事前の録画の段階でも証人サービスがい

るべきだと思っています。録画で反対尋問す

るといっても、裁判所のこの部屋の延長にな

るのだから、証人サービスのサポートの人が

いるのが自然です。 

性犯罪被害者への配慮  

 性犯罪の被害者となった人たちと、ほかの

犯罪の被害者との違うところは、検察に事前

に会うことが許されていることです。英国で

は、被告人側は弁護士がついていて、常に会

えるし、やり取りができるけど、原告側には

そういう人がいません。被害者には、加害者

の弁護人に当たる人がいないので、それにあ

たる人が検察官になります。従来は、証人と

警察・検察には距離があり、いまも他の事件

では距離がありますが、性暴力被害者の場合

には、距離を縮めるようにしていて、検察と

話したいと被害者が希望すれば、会うことが

できるようになっています。 

 反対尋問の時に、被告人から辱めるような

発言があった場合や、性的な経験についての

発言があった場合には、裁判官が「適切では

ない」として、それを止めます。記録はされ

ません。被告人側は、陪審員に対して被害者

の悪い印象をつけたいために、そういうこと

を言う傾向があります。反対尋問がきつい内

容である場合、被害者の性格に関する批判や、

本筋にかかわらない内容が出た場合にも、裁

判官は止めに入ります。実際に判決が下った

後でも、ISVA の人がしばらくの間、サポート

につきます。 

警察の訓練にも、こちらは関わっています。

政策・政治に対しても影響を与えられるよう

に、ワーキングパーティーでの発言もします。

証人にどんな権利が必要か、変化が起こるよ

うに発言することがあります。証人に関する

憲章、被害者の行動倫理もあります。 

証人、被害者に対してのヴィクティムコー

ドをもっと強くしたいと思っています。例え

ば、被害者は加害者とは別の入り口から入っ
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てくるようにする、証人は 2 時間以上待たせ

ない、関わる様々な機関（検察、証人サービ

スなど）の責任分担をはっきりさせる――な

どです。 

予算規模など  

ヴィクティムサポートは 45 年前、証人サー

ビスはもっと後の 1990 年代に確立されまし

た。最初はヴィクティムサポートに入って、

そこから証人サービスを派遣していましたが、

2015 年にその契約が市民アドバイスという

ところに移されました。プロセスとしては同

じサービスで、政府がお金を出しています。

それで、いろんなチャリティが入札をします。 

全てのイングランドとウェールズのウィッ

トネスサービスへの予算が 1200 万ポンドで

す。ファティマさんの下に 20 人の部下がいま

す。どの裁判所にも証人サービスが入ってい

て、20 人は全員がボランティア。経費は出し

ますが、給与は出さない。ボランティアは、

1 週間に 1 日のサービスに参加します。交通

費は出します。ISVA の人は給与を受けており、

資金の出どころも違います。 

性暴力については、裁判官も訓練を受けます。

性暴力に詳しくない人も多いからです。 
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Ⅱ－８  
 
 

ヴィクティムサポート  
In ウェストミンスター裁判所  

 

 

ま と め ： 信 藤  敦 子  

ロ ン ド ン 中 心 部 に あ る 「 ヴ ィ ク テ ィ ム ・ サ ポ ー ト 」。  

警 察 な ど 様 々 な 機 関 と 連 携 し て 、  

徹 底 し た 犯 罪 被 害 者 支 援 を 行 っ て い る 。  
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施設概要＆概要  

ロンドン中心部の建物にある。ロンドンと

ウェールズをあわせ国全体に支部を網羅する。

訪問したセンターの管轄は、ウエストミンス

ター、ハマースミス、ケンジントン。 

対応してくれたのは、ウエストミンスター

やその他の地域でヴィクティムサポートを管

轄するダニエル（男性）と、同じエリアでサ

ービスマネージャーを務めるキーシャ（女性） 

・主な活動内容 

 性被害だけではなく、窃盗被害なども含め

た、犯罪被害者全般からの相談や支援にあた

る。警察などの幅広い専門機関と密に連携し

て、必要な支援に繋げる。去年１年間の実績

でロンドンとウェールズ全体で 100 万人以上

の犯罪被害者への助言や情報提供などを行っ

た（HP より） 

 

・WEB サイト 

https://www.victimsupport.org.uk/ 

  

 

 

 

事前質問などへの回答  

事前に送った質問書への回答を中心に説明。 

 

Q.「ヴィクティムサポート」とは何で、誰が

どんな仕事をしているのか、一般の人は知っ

https://www.victimsupport.org.uk/
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ているのか？ 

 

A.ダニエル）慈善団体。すべての犯罪の被害

者に対する支援を行っている。なので、犯罪

の種類としては、盗難、殺人まで多岐にわた

る。 

サービスの内容は、感情的、実際面、アド

ボカシー（代理、代弁、警察、NHS（国営医療

サービス事業）に対しての要望を伝える）、ど

んな内容のサービスを受けるのがよいか、そ

の人にあった内容のサービスを提供できるよ

うに振り分けることも行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国中に支部があり、ロンドンにも多数。ロ

ンドンでは、主要オフィスが７から８か所あ

る。ヴィクティムサポートは警察、社会福祉、

NHS、刑事犯罪方面で、どこにでもよく知られ

ている。 

 ロンドンでの 1 年で紹介されてくる人の数

は 25 万人。90 から 95％程度が、警察による

紹介で来る。 

 警察に犯罪の報告、届出があった場合、ど

んな種類であろうと、「ヴィクティムサポート

がある」ということを被害者に伝える。その

ため、どんな種類の犯罪であっても、被害に

あった人には、ヴィクティムサポートに繋が

る道が開かれている。 

 何らかの被害を受けた場合には、「ヴィクテ

ィムサポートによって、支援を受けられる」

という一般の人々の期待がある。 

 被害にあった方々に対して、「被害者を支援

する機関がありますよ」ということを知って

もらえることを確実にしておくことも重要。 

 知名度を上げるためには、FB やツイッター

などの SNS を主に使っている。TV のドキュメ

ンタリーで紹介されることもある。犯罪ドキ

ュメンタリーなどで、被害にあった人はサポ

ートを受けられますよ、という電話番号の表

示がテレビに出たりもする。 

 ドキュメンタリーだけでなく、テレビドラ

マの後や、子ども番組の後などに流れる。家

庭ドラマの後や、ラジオ番組でも扱われてい

る。 

Ａ.キーシャ）よく起こる犯罪は、テレビドラ

マの物語に反映されている。ドラマの中でレ

イプにあったというドラマがあったら、その

被害者がヴィクティムサポートを訪れるスト

ーリーになっていたりする。 

Ａ.ダニエル）新聞で、レイプ犯罪の記事が載

った時には、その記事の最後に、ヴィクティ

ムサポートの連絡先が印刷される。 

 去年は、テロリストの被害を受けた人のサ

ポートで 1300 人が支援を受けた。このサポー

トによって、イギリス国内だけでなく、世界

的にも知られるようになった。 

テレビ局も周知に協力  

Ｑ．テレビ番組の後のＣＭは、お金を払って

広告してもらっているのか？ 

Ａ.ダニエル）お金は払っていないはず。放送

局は見ている人に対して社会的責任があるの

で、それで流すのではないか。彼らが自主的

に流していると思う。ソーシャル・レスポン

シビリティだ。 

Ｑ．局によって違うのか？ 
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Ａ.ダニエル）局によってたくさん流すところ

と、そうでもないところがある。コミュニケ

ーション部がどういう関係を作っているかに

よる。 

BBC（日本で言うところの NHK）は、番組の

後に WEB サイトに行ってもらったら、アクセ

ス先のリストが見られるようになっている。

ヴィクティムサポートやレイプクライシスセ

ンターなどがその対象になっている。 

Ｑ．2003 年の法改正の後の変化は 

Ａ.キーシャ）2003 年前にも、コンセント（同

意）のない性交はレイプという理解ではあっ

たが、法的にはっきり言っていなかった。立

証責任は被害者側にあった。 

2003 年の法改正で、性犯罪法ができて、そ

れ以前のものが一つの法律にまとめられた。 

とても重要なのは、「同意」の定義がされた

こと。そして、レイプに関するいくつかの抗

弁が取り除かれた。 

Ａ.ダニエル）2003 年に性犯罪法ができる前

は、レイプされた人が、抵抗することを言わ

なかったのはなぜかというと、命の危険があ

り、嫌だといったら、危険で何も言えない状

態で犯行が行われた場合。それが裁判になる

と、「NO と言わなかった」ということで同意

とみなされていた。2003 年の法改正で、それ

は脅迫されていた状況での犯罪だから、とい

うことになった。 

Ａ.キーシャ）この法改正がどのようになされ

たかという詳細については、ブリストル大学

が作った書類があって、チャプター４に詳し

く書かれている。そのリンクを送る。2003 年

の改正の時に、中心的な仕事をした政府の人

達にも、手紙を書ける。デイビッド・ブラン

ケット、ロード・ファルコナー。この 2003 年

の法改正に対して、ヴィクティムサポートが

どんな役割を果たしたかは、はっきりという

これということは言えない。だが、政策が変

わるときというのは、大体、様々な慈善団体

がキャンペーンをして、そちらに動くという

働き方をしている。 

 最近では、精神的障害を負った人について

の法改正、犯罪のエリアについてのキャンペ

ーンを行っていた。その時に積極的に活動し

ていたのは、ウィメンズエイド、レイプクラ

イシスセンターなどがある。 

法改正後も足りないこと 

Ｑ．2003 年法の改正以降でも、未だ足りない

ものや、施設を運用するうえで見えてきた法

制度上の課題は何か？ 

Ａ.ダニエル）ヴィクティムサポートが今やっ

ているのは、国会議員のハリエット・ハーマ

ン氏を中心に、被害者のセクシャルヒストリ

ーを公開・言及するべきか否か、というキャ

ンペーンをしている。 

 この例としては、サッカーの選手が有罪判

決を受けたが、その後に覆されて、無罪とな

った。その決め手となったのが、10 年前、15

年前にセックスをした相手が証人として出て

きて、「彼女はそういうのが好きだったのだ」

と証言したことで無罪になった。しかし、そ

の 10 年前、15 年前のことは、このケースと

は関係ないのではないか、ということで問題

になった。 

 被害者の中には、裁判所という公開の場で、

自分の過去の歴史が友達や家族の前で読み上

げられるのが嫌で、裁判に持ち込まない人も

いる。あとは、最初に警察に届けてから、実

際に裁判になるまでの期間が長すぎる、1 年、

２年かかっている。 

また、被害者は、裁判が行われている間、

カウンセリングを受けることができない。な

ぜかというと、できることはできるけど、裁

判中にカウンセリングを受けると、被告側が

弁護で、被害者がカウンセリングを受けると
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いうことは、余分な記憶が思い出されて、忘

れていたことが出てくることがある。証言に

ついてのコーチングを受けた、と言ってくる

可能性がある。 

Ａ.キーシャ）カウンセリングは基本的に機密

なのに、裁判を受けている間にカウンセリン

グを受けていると、裁判官が必要を認めると

その内容を開示するように言える権利がある。 

Ｑ．記憶を扱うサイコセラピーではなく、カ

ウンセリングでも開示されてしまうのか？ 

Ａキーシャ）私のケースワーカーとしての経

験からすると、被害者の人を勇気づけて先に

進めるような、現状を何とかして先に進む方

向に力づけるワークをしている。いわゆる心

理療法で過去を思い起こすタイプではない。

そういうワークは、カウンセリングとは呼ば

ない。いろんなケースワークがある。あとは、

ISVA（独立性暴力アドバイザー）。 

Ａ.ダニエル）2003 年以来、テクノロジーが

進化して、大きな変化が起こっている。性的

虐待の画像、デジタルによる性暴力、リベン

ジポルノが増えている。あとは盗撮。写真を

同意なくシェアする。写真を撮ることについ

ては同意しても、勝手にシェアすることは同

意していない。画像をいじる。誰かの顔を、

ポルノの写真に挿げ替える。こういった犯罪

に対する、有罪判決はまだ少なくて、法の規

制もまだまだ、ぼちぼち。 

急増する盗撮やネット犯罪への対応  

Ｑ：公共の場ではないプライベートな場（ロ

ッカールームなど）で、勝手に撮影された写

真を、速やかに WEB から取り下げてもらうこ

とはできますか？ 

Ａ.ダニエル）こちらでは、そういうことはな

い。「自分の性的画像は、自分の肖像だから、

取り下げろ」と言ったら、取り下げることが

認められる。スカートの中を盗撮する、とい

うことについては、法規制をと言っているが、

肖像権について問題が出るかもしれない。エ

スカレーターの下からなどの盗撮も犯罪であ

ると決められようとしている。撮られたこと

も知らないので、自分が被害者になっている

ことを知らない人も多い。 

 オーストラリアと、ニューサウスウェール

ズで、これらの性暴力について研究したもの

があって、それのリンクを送る。 

Ｑ．多職種協働の支援と、その展開について 

Ａ.キーシャ）他の団体との協力関係ですが、

クライエントがヴィクティムサポートに来た

ら、支援の基本は、機密。情報を共有してい

いかという同意書にサインしてもらう。クラ

イエント・サインド・コンセント＝同意書に

サインした被害者は、「被害者が同意書にサイ

ンするのは、これは機密です」というものに

サインする。情報を機密にしておくことで被

害者自身や子どもが危険にさらされる場合に

は、ほかと情報を共有する。その共有先は、

警察、ソーシャルワーカー、社会福祉士。被

害者の方が情報を共有してほしいと希望する

場合は、共有する。 

よくあるのは、社会福祉士、公団住宅を支

給する部門、精神衛生のサポート、家庭医（あ

まりない）、子どもがいる場合は子どもの学校

など。 

 クライエントのニーズの査定を行う。ニー

ズは、その人によって違う。次に何をしたい

か、次に何を起こるか、何をもって通常の生

活とするのか、というのもそれぞれなので、

それぞれのクライエントのニーズに沿うよう

にしている。 

 最終的な決定をするのは、いつもクライエ

ント。ケースワーカーがクライエントの代わ

りに何かを決めるということは無い。 

 あとは、クライエントに対しては、ケアを

する責任があるから、それで、自分のところ
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では何が提供できるのかは、いつも透明性が

維持されている。 

Ａ.ダニエル）例えば、隣に住んでいる人から

レイプされた、という場合、被害があってそ

こに住んでいられない、怖い、引っ越したい、

という場合、公団のハウジングが、それはで

きない、という答えを出した場合、クライエ

ントの安全を保障する義務を怠っているとい

うことで、サポート団体が様々に働きかける。 

Ａ.キーシャ）あとは、クライエントに関係あ

るほかの団体に関して、クライエントがトラ

ウマを経験している、その反応として出てく

ることなどの説明もする。例えば、被害者が、

凶暴な感じで振る舞ったり、日常のことをう

まくできなかったり、論理立った思考ができ

ないなど、そういった気分の変化や、行動パ

ターンの違いや変化は、トラウマを経験した

人にとっては、普通のまともな反応だという

ことを、ほかの支援団体の人に説明したりす

る。 

 犯罪の種類によって、違ったタイプの機関

のかかわりや仕事の仕方がある。The Heavens

（警察や、医療や、フォレンジック、ISVA）

が一緒にいる。家庭内暴力や虐待は一緒にな

ったりする。いろんな団体が一緒になって、

AOAC（AO アセスメント・コンファレンス）、テ

ーブルを囲んで、マルチエージェンシー・リ

スク・アセスメント・コンファレンスを実施

して、クライエントごとのアクションプラン

を立てる。クライエントのニーズを大事にし

ながら、アクションプランを立てる。毎月 1

回、ロンドンの区で行う。Standing Together

という女性団体か、警察が 7 つの区で手配し

てやっている。 

ハイリスクなケースばかり対応  

Ｑ．1 回に何件ぐらい検討するのか。 

Ａ.ダニエル）1 回のコンファレンスで 20～

50 件を扱う。1 つの区で毎月 1 回なので、家

庭内暴力だと 20～50 件。最近 70 件扱ったと

いう区もあった。ハイリスクなケースばかり

で、実際には、何千件と起こっている。 

Ａ.キーシャ）どのように人々に知ってもらう

か。アウトリーチプログラムと呼んでいる。

草の根的な活動やイベント、お祭り、宗教団

体に働きかけたり、学校のプログラムに参加

したり。「Your Life You choose」というプロ

グラムがあって、若い人たちに、様々な犯罪

の側面について教えたり、同意について教え

たりする。セカンダリースクール。11～16 歳、

17 歳ぐらいまで。 

 そのプログラムは、YLYC は 13 歳向けのプ

ログラム。 

Ａ .ダニエル）来週か来月か、 standing 

Together のイベントで、アメリカから世界的

に有名な人を呼んで講義を受ける。タイトル

は「ポルノの子どもに及ぼす影響」。ここに参

加するのは、警察、社会福祉士、ヴィクティ

ムサポート、先生、ユースワーカー＝若い人

たちに働きかけている人たち、で、子どもに

関する理解を深める。 

Ａ.キーシャ）あとは、警察官へのトレーニン

グを行っている。これは、警察がより被害者

側の立場に立った形で捜査を行っていけるよ

うにするためのもの。警察は、犯人を捕まえ

る方向で動いているが、被害者側が先導する

形へのトレーニングを行っている。 

資金調達は主に政府  

 Ｑ．ファンドレイジングについて教えて欲し

い 

Ａ.ダニエル）政府からお金が来る。大きい基

金から、いくつかの資金に振り分けられてい

く。ヴィクティムサポートには、公安委員(PCC、

Polis＆Crim Commissioners)からくる。ロン

ドンでは、ロンドン市長室の、公安委員から
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くる。市長室からヴィクティムサポートには、

直接資金が来る。 

 ロンドン市長室は、ヴィクティムサポート

や、子どもや若い人たち、家庭内暴力の被害

者へのサポートも行っている。それに加えて、

地域のローカル区からの資金、ソーシャルサ

ービスから、信託から、それらは、特定のプ

ロジェクトに対して特定のところからお金が

出るということ。 

 例えば、ウエストミンスターでは、3 年間、

キーシャがプロジェクトマネージャーをやっ

ていたが、家庭内暴力を経験した子どもたち

に対するプロジェクトの資金が出ている。こ

れは、宝くじから資金が出ている。 

 ケンジントン＆チェルシー区からは、ヘイ

トクライムに対するサポートにお金が出され

ている。あとは、民間の企業や個人からの出

資も求めている。 

 あとは、大企業に働きかけて、資金を提供

してもらう。それで出てきた資金というのは、

これに使わなければならない、というもので

はないので、ヴィクティムサポートの方で必

要なところに振り分けている。正確な数字は

分からないけど 100 万ポンド単位。去年のレ

ポート送る。 

Ｑ．プロジェクトごとのお金は、犯罪の類型

ごとにプロジェクトを立ててとってくるの

か？ 

Ａ.ダニエル）そうです、ケンジントン＆チェ

ルシー区では、ヘイトクライムが多いので、

働きかけて、それに対するお金を、ケンジン

トン＆チェルシー区に出すように働きかけて

いる。 

Ｑ．性犯罪について 

Ａ.ダニエル）ここのところ政府が出している

お金は、ここ８年で、どんどん少なくなって

いる。そういう中で、こちらに流れてくるの

は、公安委員からお金が来る。公安委員で、

こういうことに困っているから、こういうサ

ービスが欲しい、と投げかけてくる。それに

それぞれの団体が入札する。 

Ａ.キーシャ）ロンドン市長室からもお金が出

ているが、ヴィクティムサポートは結構大き

いものの、小さい団体がいっぱいある。レイ

プクライシスセンターや、アンジェル＝アフ

リカ人などいろんな文化的背景を持った人た

ちの被害者のサポートをしているところ。 

Ｑ．資金のうち、政府と民間の割合は？ 

Ａ.ダニエル）民間からは少ない。主に中央政

府と、それぞれの区からのお金になる。これ

のバランスを民間より多くしたい。ヴィクテ

ィムサポートには２人のファンドレイジング

専門の人がいて、企業などに働きかけている。

例えば、ウエストミンスターからお金を出し

てほしい、というときに、ヘイトクライムの

ためのワーカーのお金が欲しい、セクシャル

ボランティアワーカーのためのお金が欲しい、

などを、立てて申し込みをする。 

現状での課題について  

Ｑ．今イギリスで、性暴力の被害者サポート

で一番大きなチャレンジは何か？ 

Ａ.キーシャ）いろんな面があるが、刑法の面

からも考えられるし、被害者の心理面からの

側面からも答えが出せる。例えば、性暴力を

受けた、という人は、あまり人に話したくな

い傾向が強い。ヴィクティムサポートという

のは、例えば通りでひどい罵詈雑言を吹っ掛

けられた人もサポートするし、レイプされた

人もサポートする。その内容は違ってくる。

まずは、被害者の方に、こんな話をしても大

丈夫なのだという安心感を持てる場所を提供

すること。そして何年も経った後でもアクセ

スできる場を提供する必要がある。男性も女

性も、被害に遭って何年も経って、何年もの

間に不健康な適応をしてしまっている人もい
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る。何とかやっていけるように、不健康な性

癖を作ってしまった、例えばドラッグとかア

ルコールや不健康な関係を続けていくなど。

いろんな面からやり直していかないといけな

いので、ほかのさまざまな団体を協力しなが

らやっていく。 

 こういった仕事をしていて、被害者の方が

安心して話せるスペース作りをしているが、

「誰も私のことなんか信じないでしょ」とい

う信念がついてしまっていて、それでもワー

カーは、「そんなことは無い、あなたのことを

信じる」というのだが、バリアを立て、誰も

信じてくれないことの証明になることを示し

てくる。そのバリアを崩していくような仕事

をしている。いろんなバリアはあるけど、誰

も自分を信じてくれない、というバリアを崩

すこと。ここは安全で、あなたのことを信じ

ている、ということを理解してもらうことが、

一番大きな仕事かもしれない。 

 被害者の人生はチャレンジの連続で、裁判

もチャレンジだったし、サービスを受けるに

もアセスメントがあるし。ケースワーカーの

人たちは、私たちはそういうチャレンジでは

ないですよ、ということを信じてもらわなけ

ればならない。 

Ｑ．現状での大きな課題は何か？ 

Ａ.ダニエル）ステレオタイプを崩す必要があ

る。お酒を飲んでいて被害にあったらしょう

がないよね、という考えがイギリスではある。

着ていた服が、短く脚の出る服を着ていたか

らレイプされた、というような、ステレオタ

イプの典型的な見方を崩して、そうじゃない、

そこには被害者と加害者しかいない、という

認識に人々の認識を変えていかなければなら

ない。 

長期的な目標について  

Ｑ．長期的な目標は？ 

Ａ．ダニエル）まずは、被害に遭った方が、

安心して届け出られる環境づくり。それに対

して、きちんとしたサポートが得られること

が保証されていること。我々のスローガン

「Beyond Crime」。被害者の中で、犯罪が終わ

ったところまで持っていきたい。被害者が自

分の言うことをきちんと信じてもらえること

が大事。裁判でもきちんとサポートされるこ

と。裁判で、被害者の権利が保障されるよう、

警察や裁判所が作ること。どんなタイプの犯

罪であっても、届けられる環境を作ること。

現在、ヘイトクライム、性暴力、家庭内暴力

は、報告率が低い。 

Ｑ．どれくらいの期間かかるか 

Ａ.ダニエル）長い期間。 

Ａ.キーシャ）ターゲットはたくさんあるし、

被害者のサポートは常に必要とされる。犯罪

が完全になくなる日はなかなか来ない。今は、

社会が素早く変化している。ヴィクティムサ

ポートは、被害に遭った方を代弁するような

形で社会の変化に参加していきたい人々が目

を背けたいところに光を当て、人々が聞きた

がらないことを代弁する。ヴィクティムサポ

ートとはそういう団体。被害者は社会の中で、

黙ってきた。そうした沈黙を終わりにしたい。

被害者の声を、データにして届けていきたい。 

Ｑ．平均的な１日の仕事は 

Ａ.ダニエル）キーシャは、実際の被害者への

サービスデリバリー、サービスの管理、人事、

ファンドレイジング、政策関係。サービスデ

リバリーは、実際にサービスを行っている方

は、訓練を受ける必要がある。トレーニング

を受ける前には、必ず DBS チェックを受ける。

DBS チェックは、過去に犯罪歴がないことの

確認、子供や弱い人に対応する仕事をしても

大丈夫かどうかのチェック。そして最初はコ

アトレーニングを受ける。それを終了すると、

強盗や窃盗などの犯罪に対応できるようにな
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る。コアトレーニングは４日。これに加えて、

精神衛生、セーフガーディングのトレーニン

グに各 1 日。あとは、オプションとして希望

があれば受けられるものとして、 

・４日間の家庭内暴力のコース 

・３日間の性犯罪のコース 

・３日間のヘイトクライムのコース 

・３日間の子ども及び若年層のコース 

・1 日の反社会的行動のコース＝近所にそう

いうことをする人がいる場合の対応 

・シニアマネージャーになるコース＝セーフ

ガーディングについて決断をする訓練 

他に、外部に行って、トレーニングの提供す

る場合も、トレーニングを受けに行く場合も

ある、セーフガーディング、家庭内暴力、入

札の仕方、ファーストエイド（応急手当）な

どがある。 

Ｑ．DBS チェックについて 

Ａ．あくまでも過去に有罪判決を受けたかど

うか。子どもに関する脅威のチェックは、学

校をクビになった場合に、そういう理由だっ

た時には履歴に残る。子どもに対する危険が

あるとみなされた場合は、ヴィクティムサポ

ートで働くことができない。有罪になった理

由が、15 年前にテレビを盗んだ、という場合

は、採用になる場合もある。 

文化的な違いへの配慮  

Ｑ．文化的背景の違いは考慮されるのか 

Ａ.キーシャ）一人一人に対応する、というこ

と。インディビジュアル。その地域にアジア

人が多ければ、ケースワーカーもアジア人を

選んだりはする。通訳に入ってもらうことも

多い。いろいろなポリシーがある。文化的背

景の違いに対応する。みんな包括して扱う。

たくさんのカルチャーを尊重する。例えば、

無意識にワーカーが偏見を持ってしまってい

る言動、それに対するチャレンジを活発にや

っている。ロンドンは、とても文化的背景が

ミックスしている、ダイバーシティ、アメイ

ジングな街にしている。でも、これだけの多

様な文化背景の人がいるけどそれをカバーす

る法律は一つ。誰もが、自分の法的権利につ

いて理解する権利を持っているはずだと思う。

私たちは、エンパワーする役割。女性も男性

も。自分のストーリー、自分の人生を理解す

ることを力づける。自分のストーリーを理解

し、自分の人生をコントロールし、責任を持

つようになるように、力づけている。 

所感 目の当たりにした支援  

【所感】この視察の期間中にメンバーの１

人が、カフェでスマートフォンの盗難被害に

遭った。被害を警察の指示に従い、規定のフ

ォームに入力していると、「ヴィクティムサポ

ートの支援が必要ですか？」という問いが PC

上で投げかけられた。視察団一同、「盗難被害

でも精神的なサポートまで受けられるのか」

と、ヴィクティムサポートの徹底した支援に

驚いた。まさにイギリス社会が貫く「被害者

中心主義」を目の当たりにした出来事だった。

そんな充実した支援は、徹底した周知によっ

て、広く国民全体に知らされている。テレビ

ドラマや子ども番組などの後に、ヴィクティ

ムセンターの紹介が当たり前に流れるという

のだ。よい支援でも、広く知られて、支持さ

れないと永続的な存続はないということだ。

誰がいつ犯罪被害にあうかわからない社会で、

こうした仕組みが一刻も早く求められている。 
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             Ⅱ－９ 

 

Centre for Women’s Justice 

（女性への暴力に関する支

援・啓蒙団体） 

ナショナル・プロボノ 

・センター 
  
 
 

 
まとめ：山本 潤 
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ロンドンの中心地に近いビルの一室で、セ

ンター・フォー・ウィメンズ・ジャスティス

創立者、ソリシター（事務弁護士）：ハリオッ

ト・ウィストリッチさん、ソリシター（事務

弁護士）：ケイト・アリス、バリスタ―（法廷

弁護士）：吉田ケイナさんが迎えてくださいま

した。 

 開口一番「こんなにいろんな方面の方が一

堂に集まって下って嬉しい。こちらの仕事も、

いろんな専門家をまとめる、という面があっ

て、それが反映されているようです。」と歓迎

してくれました。 

概要  

 
大変新しい団体で 2016 年にできたばかり。

私たちはソリシター（事務弁護士）で、過去

20 年弁護士として仕事をしてきた。法に照ら

して、主に警察や検察や政府がきちんと仕事

をしているかどうか批判的に検討している。 

弁護士になる前から、フェミニストとして

活動していた。暴力をふるう男性を殺害した

女性のためのキャンペーンをやってきた。ま

た、この女性に殺人罪として有罪判決が下っ

た時にくつがえすためのキャンペーンもやっ

てきた。 

女性が男性に比べて不当な差別をされてい

ないか法に照らし、批判的に検討することに

挑戦している。 

こちらでよく知られたものにエマ・ハンフ

リーのケースがある。暴行をずっと受け、娼

婦もやらされていた。彼女が自分を管理して

いた男性を殺したという事件。その活動によ

って法律が変わったということもあり、それ

がきっかけで弁護士になる決心をした。 

法律家になり、国の責任に対して挑戦して

いる。女性以外にも、人種差別や警察に拘束

された中で亡くなった事件、銃を使った暴力

犯罪もやっていた。 

フェミニストなので、女性とか、若い女の

子など暴力を振るわれた人への仕事に関心が

ある。女性の苦しみに対して、法を変えるの

がいかに大変か経験している。レイプクライ

シスセンターや DV センターなどの人々の力、

マスコミの力を借りることがいかに大切か理

解している。 

すでに色々な知識を持っていたし、多様な

つながりもあって、この問題を特にプッシュ

するという場合に、法律の面からサポートす

ることが可能だった。警察はメディアに取り

上げられると弱いので、そういう形で焦点を

当てることをした。 

こういった仕事をしている弁護士はほかに

もいるが、数はそんなに多くない。知識を積

み上げていくことが重要で、ボランティアで

活動する人たちをまとめていくことも大切。 

既存の団体には女性の法律面の問題にフォ

ーカスした団体はなくて、そういう団体が必

要だと感じていた。 

女性のための団体で、ライツ・オブ・ウィ

メンというのがあったが、女性に対するアド

バイスは行うが、法律を変えるために働きか

ける団体ではない。 

他に、すでにあった団体として、サウスオ

ール・ブラック・シスターズがある。この団

体は、家庭内暴力の被害者、人種的なマイノ

リティを助けることにフォーカスし、法律の

変更を目指して、法律家と一緒に活動してい

る。 

センター・フォー・ウィメンズ・ジャステ

ィスのような団体はなくて、こういうのを作

ったほうがいいと思い、いろんな人と話をし

た。弁護士やほかのキャンペーンをやってい

る人と話をし、資金調達についても考えた。 
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団体の役割  

 
この団体の原則は、いろんな機関と協力し

て進めていく、ということ。その中心にこの

センターがある。まわりに、この部門に興味

がある弁護士、専門サポート団体、サバイバ

ー、アクティビスト、ジャーナリストがおり、

自分の専門知識を生かせるように協力する。 

私たちは、弁護士や学者だけが専門家とは

捉えておらず、アクティビストやサバイバー

も専門家だと考えている。サバイバーは、ど

ういうことが起こり、どういう変化が必要か

一番わかっている。なので、一緒に変化を促

している。 

基本は、法的な問題を扱う団体だけど、女

性への暴力や人権にフォーカスして、世界を

変えていきたいと考えている。 

 

 戦略的な裁判について 

 
まずは、国の責任を明らかにすることを強

調している。戦略的な裁判を促進していく。

特に、この裁判を促進したら効果があるだろ

うと思うケースに焦点を当てていっている。 

腕のいい弁護士を必要とするのなら、そう

した弁護士へのアクセスも確保しないといけ

ない。それによって正義が確保されることを

進める。例えば、えん罪を着せられている女

性に正義が生じるように、警察などに挑んで

いったりする。 

まずは、どの事件を取り上げるかを見極め

る必要がある。そのために、前線で活動する

グループネットワークが必要になる。 

例えば、ドメスティックバイオレンスをや

っている団体が、口をそろえて、警察が事件

を諦めるのが早すぎる、と言う。それに焦点

を当てた働きかけをする。 

そういった団体が、法的に弁護士の力を借

りなくても、どれだけの権利を持っていて、

何ができるかを知らせる役割もある。トレー

ニングを行い、法的な枠組みを知らせ、法的

手段に出る前にどういうことができるのかを

伝えている。 

 

 

Q．特に変えることに挑戦している法律があれ

ば教えてください。 

 

A. 今、若い女性が亡くなったケースで検察

に対して働きかけている。彼女のパートナー

が関与しているとの疑いが強く、警察が立件

に積極的だった。しかし、検察が告訴しなか

った。そこには、国が家庭内暴力に対して大

変に消極的である態度が表れている。 

このケースでは、亡くなった女性と家族の

サポートをしているが、国に対して、家庭内

暴力の件数が大変に多いのに、検察によって

告訴される数が少なすぎることに、挑戦して

いる。一つのケースに焦点を当てることによ

って、もっと大きなインパクトを持つことも

ある。 

若い女性が不法に売春をさせられるケース

もある。20 年前に売春を行った本人たちが告

訴され、有罪判決を受けたことがあった。今

は売春していないが、この有罪判決があるこ

とで仕事につけないという状況になっている。 

弱い立場にある女性に前科をつけ、記録と

して長期間残るために、人生を先に進めたい

と思ってもできないケースもある。この問題

に対し、強いサバイバーたちが、メディアと

協力して、本当の問題は何かを前面に押し出

す動きに関わっている。 

 

Q．具体的には、もっと起訴するように、どの

ように働きかけているのか？ 
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A. それを今、検討している。例えば、検察

側に対して、どうしてその決定をしたのか、

プロセスのところにミスはなかったか、きち

んとプロセスを踏んでいなければ、そこを問

題と捉えられるのではないかと思う。 

開示請求はしているが、まだ、開示されて

いない。例えば、裁判所が判断すれば、裁判

所から開示命令が出る。司法審査というプロ

セスがあるので、法的な決定に対して、その

見直しを求める時に法廷を使っている。 

 例えば、大変に危険な犯罪者を執行猶予に

してしまうことについて、軽すぎるのではな

いかと伝える。まずは、検察側にその判断は

間違っているという手紙を書く。被害者が求

める権利がある。司法審査・プロセス

（judicial-review-process）という数年前に

できた新しい手続きで、検察の決定に対して、

被害者から見直しを求めることができるとい

うシステム。 

しかし、ほとんどのケースで、検察が決定

を変えることはない。 

例外的ケースでは、独立した検察官を立て

て、もう一回見直しを求めて決定が覆された

ケースがあった。しかし、その検察官の上司

がそれに対して、ノーと言った。起訴するか

否かという決定が、ぎりぎりであり、とても

難しいチャレンジだった。そのため、裁判所

に法にのっとっているのかを聞いた。実際に

政府を相手に裁判を起こすということは容易

ではないが、それをやるだけの見込みがある

場合には、裁判所に持ち込むことができる。 

このため、なぜ、その決断に至ったのかを

見る必要がある。法にのっとっているかどう

かを裁判所が見て理にかなっていないという

判断になれば、検察に対して、もう一度見直

すように、という命令をする。 

裁判所から見直せと言われたら、最初から

決定プロセスを見直すことになる。しかし、

違う理由をつけて、不起訴にすることもあり

うる。 

 

★司法審査・プロセス（judicial-review-

process）裁判官による見直しの手続き★ 

http://www.richardbuxton.co.uk/the-

law/judicial-review-process 

 

Q．法改正に向けて、フェミニストやアクティ

ビストがどのような働きかけをしたか教えて

ほしい。 

 

A.いろんな法律の側面を変えていく中で、キ

ャンペーンが起こる。 

 例えば、90 年代以前は結婚していればレイ

プは罪にならなかったが、キャンペーンによ

って、結婚していてもレイプはレイプとされ

た。 

レイプの被害者が、法廷で証言するときに、

過去の性的な経歴をあからさまにする必要性

があるのか、ということも大きなキャンペー

ンになった。 

 1999 年に法が変わり、性的な経歴について、

被害者に対して反対尋問はできなくなった。 

実際にそういった性的被害に遭った人たち

が話しやすいように、前面に出てきやすいよ

うにといった助力を行っている。 

日本やほかの文化圏でもそうだけど、大き

な恥という気持ちにさいなまされて、話がで

きない、という状況になっていることは見ら

れる。深いところに根差した、文化的な問題

だと思う。男子の被害者も含めて、被害者の

匿名性を守るなどもっと被害者が話をしやす

い環境が法律の変化として出てきている。特

別な措置があって、法廷で、対面しなくてよ

いように、ビデオリンクを使うのもその一環

である。 

http://www.richardbuxton.co.uk/the-law/judicial-review-process
http://www.richardbuxton.co.uk/the-law/judicial-review-process
東子 寺町
裁判所が、行政手続きに関してチェックする機能のようですね。検察庁の不起訴決定に関しては、日本は検察審査会がありますが、このジュディシャルレビューのほうが射程範囲が広いですね。
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2003 年に大きく変わったことは、同意に関

すること。立証の責任が、女性側から、やや

加害者側に移った。 

 

Q．2003 年の法改正を、どのように評価して

いるか。 

A. 学者ではないので、どのあたりの段階に

あるかわからないが、法律を変えて良い方向

に変わったとしても、実際に市民の意識が変

わらなくては、本当には変わらない。 

市民も、法を遂行する人たち、警察や検察

の態度も変わっていかなくては、本当の変化

とは言えない。 

変化は起こっていると思う。＃metoo で多

くの女性たちが声を上げるようになっている。 

反対に男性の権利を主張するグループから

の圧力も生まれてきている。女性は嘘をつく、

嘘という部分で検察や警察に圧力をかけてい

る。例えば、＃metoo ムーブメントの後、彼は

私の首を絞めて殺そうとしたと女性が申し立

てると、男性が名誉棄損で訴え返すというこ

と。その場合、被害者女性の方が訴えられる

割合が高い。 

常に戦いがある。前進すると、反動がある。 

 

例えば、レイプについての告訴は、検察や

警察側の法についての正しい理解が必要。法

律はしっかりしていても、それを実行する人

たちが理解していなければ役に立たない。 

ウォーボイズの事件では、タクシー運転手

がたくさんの女性に暴行を加えた。何百人の

女性が被害にあい届けたが、警察が信用せず、

法に基づいた処置をしなかった。 

なぜかというと、レイプ犯がターゲットに

した女性が、夜遅くに出歩いて、お酒を飲ん

で酔っ払っていた人だったから。警察が、女

性が本当のことを言っているかどうかを勝手

に判断した。警察のそのような態度が、犯人

が何人もの被害者を出すことを許してしまっ

た。 

この事件では、二人の女性が代表となり、

警察を相手取って警察は義務を怠ったと戦っ

た。2011 年に始まり、最高裁では、女性の権

利に対する侵害であるという判決が出された。 

 

Q．ウォーターボーイズは終身刑だったのに、

8 年で出てきたと聞いている。 

A.この事件で被害者になった女性が、執行猶

予はおかしいと申し立て、裁判所も理にかな

っていない決断だとしてウォーターボーイズ

は再び刑務所に戻っている。今後も執行猶予

を決めるのか、また短くしてしまうのか、こ

れからの戦いになる。 

 

Q．いろんな状況があるかと思うが、イギリス

では法的補助、援助という基金が出る。それ

でケースをやるにあたっては、そういった財

源のやりくりがある。タクシーの運転手の事

件では、いろんな専門家のサポートを受け、

マスコミからのサポートもあったのですよ

ね？ 

 

A. 他の団体にも会うことが必要だと思う。

私たちが、この団体を始める前にも、色々な

人たちと会った。他の国の人たちにも会った。

それぞれの国にあった方向に発展しているこ

ともある。何が一番効果的に機能するかを見

つけてくことが大事だと思います。 
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Ⅱ－１０  
 
 

DVIP 
 

（Domesteic Violence 

Intervention Project）  
(パートナー性暴力被害者支援団

体）  
 

ま と め ： 村 田  智 子  
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１ DVIP について 

 DVIP は、家庭内暴力の被害者、加害者

の双方に対するプログラムを実施してい

る、25 年以上の歴史を持つ団体である。 

 現在、非常勤も含めて 43 名雇用してい

る。採用の際には、３日から５日のトレー

ニングを受ける。 

 ファシリテーターは１グループ２名入る

が、そのうち１名は正規雇用の職員であ

る。 

DVIP の収入は、自治体や宝くじの収

入、トラスト（信託）などから得ている。 

 

２ 活動について 

(1) 実施しているプログラムは、以下の３種

類である。 

① 大人の男性に対する暴力予防のプログ

ラム 

② 被害者（サバイバー）に対する支援の

プログラム 

③ 子どもに対するプログラム 

プログラムの中には、アラビア語で話

す人たちへのプログラムもある。 

また、DV 防止のキャンペーンを行ってい

る。 

家庭裁判所で、DV の各ケースについてリ

スク判定をする際に、話をすることもあ

る。 

 

(2) ①の大人の男性に対する暴力予防のプロ

グラムについて 

コースは６～８週間くらいである。 

加害者の持っている「男性としての

理想像」と、現実が合わなかった理由

を探っていくことが目的である。 

 加害者には、自分の行動を自認し、

それが危険性が高いこと、暴力を振る

ったことについて言い訳はできないこ

と、パートナーや子どもを傷つけてい

ることを自覚してもらう。 

加害者がプログラムを受講するきっか

けは、家裁からの勧告（多くの場合、プ

ログラムの受講が子どもとの面会の条件

になっている）、社会福祉員からの紹

介、自発的に来る、のいずれかであるこ

とが多い。 

 いずれの場合においても、いかに加害

者のプログラム受講に対するモチベーシ

ョンを高めるかが課題であるが、特に受

講が子どものとの面会の条件になってい

る場合には、「子どもとの面会」が大き

なモチベーションになることが多い。 

 男性がこの受講する場合、そのパート

ナーへのサポートも実施している。具体

的には、必要に応じてパートナーにも１

週間のプログラムを受講してもらう、ス

タッフが１対１で話す等をしている。ま

た、パートナーからの問い合わせにも応

じている。 

 受講している男性と、そのパートナー

との考え方が異なってしまったときに

は、一度、プログラムは中止する。 

  

 

(3) ②の被害者に対する支援のプログラムに

ついて 

被害者に対しては、被害者であるとい

う視点から抜け出す、焦点をずらす(客

観的に物事を見られるようにする)こと

ができるように、アドバイスしている。 

 「あなたはあなた。加害者は加害者」

ということもアドバイスする。 

 

(4) ③の子どもに対するプログラムについて 

３歳以上が対象である。 

６～12 回のプログラムであるが、セラ

ピスト２名が同伴する。 

12 歳以上対象の、大人に暴力を振るう

子どもに対するプログラムもある。 
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なお、暴力を振るう人が 18 歳以上の場

合は、大人の男性用のプログラムの対象

となる。 

 

２ 性的な暴力を伴う家庭内暴力について 

 DV には性的な暴力を伴うものもある

が、刑事裁判に持ち込むことができるケー

スはほとんどない。 

 仮に持ち込めたとしても、勝訴率は低

い。 

 証拠を出しにくいからである。 

 また、犯罪被害者が経済的給付を受ける

ことができる制度はあるが、DV 被害者が

給付を受けるのは難しい。 

 

３ 訪問しての感想 

 DVIP は、DV 当事者のすべて（被害者、加

害者、子ども）に対するプログラムを実施

し、総合的に DV の再発防止や予防の活動を

展開している。 

 ノウハウ等も蓄積されており、DV 予防や

再発防止の活動として非常に素晴らしいと思

った。 

また、対応してくださったスタッフの方々

は、「自分たちは、日本に比べてイギリスが

進んでいるとは思いません」とおっしゃって

いた。イギリス社会にも、女性に対する暴力

はそれほど問題ではないという偏見がまだ残

っているということであった。 

 日本の私たちを同志として受け止めてくだ

さり、とても励まされた。 

以上 
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Ⅲ 

様々なミーティング＆イベント 

報告記 
 
 
 

＊勉強会＠ ロンドン大学 
藤本圭子さん、シャープ千穂さん、モルナー祐子さんたちのお話 

まとめ：小川たまか 
 
 

＊メディア昼食会（７月９日） 
 英国ジャーナリスト 2 名との懇談 

まとめ：塩入彩 
 
 

＊メディア昼食会（7 月 11 日） 
まとめ：小川たまか 

 
 

＊現地イベント① トークイベント 
「同意がないセックスでもレイプにならない、 

日本の刑法を変えたい！」 
まとめ：一般社団法人 Spring   早乙女 祥子 
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Ⅲ－１１ ロンドン大学での勉強会  

英国視察の初日となった 7 月 9 日、ロンド

ン大学前に視察メンバーが集合しました。裁

判所やレイプクライシスセンターの視察前に、

まずここで基本的な知識を頭に入れよう、と

いう意図でした。英国在住の研究者、モルナ

ー祐子さんたちが準備を進めてくださいまし

た。 

 

イギリスの「不同意性交」  

 日本からロンドンに研修に来ていた法曹関

係者から、英国の刑法について説明がありま

した。 

 英国は判例の積み重ねが「法」となるコモ

ンローの考え方であること。また、判例では、

100 年以上前（※）から「不同意性交」がレイ

プと認められていて、性犯罪刑法が大きく整

理された 2003 年に急に変わったわけではな

いと説明を受けました。 

 具体的には、少なくとも 1845 年には「女性

の同意なく性交することがレイプである」と

いう判例があるとのことでした。 

アジアにはない人権裁判所の存在  

 次に、英国エセックス大学人権センターの

客員研究員である、弁護士の藤本圭子さんか

らお話がありました。藤本さんは日本で DV 被

害相談を多く受けており、研究内容も DV 政策

についてです。 

 藤本さんは少年事件の被告人を担当したと

きの印象について、「ほどんどの子どもが家庭

内に問題があり、DV を受けていた」と話しま

した。永山事件や、池田小事件についても加

害者が虐待を受けていた事実を挙げ、「DV は

社会的な問題」と話されていました。 

 また、アジアにはない人権裁判所の存在に

触れ、最高裁判所の決定が覆されることがな

い日本との違いについて教えていただきまし

た。 

 

被害対応のトレーニング 

 ソーシャルワーカーとして働き、ロンドン

市内の自宅近くで学童保育の運営も行ってい

るシャープ千穂さん。千穂さんからは、性暴

力を受けた人のケアをどう行うかや、イギリ

スではどのような機関がどうやってケアにつ

なげているのかを聞きました。 

 スタートとして、被害に遭った人がケアに

つながるためには、（１）自分から声をあげる、

（２）周囲が見つける、のどちらかですが、

（１）は決して多くありません。周囲が気づ

いて早期発見することが必要であり、さまざ

まな職業や属性の人がそれぞれ性暴力被害を

知って被害者をケアにつなげることが大切と

千穂さんはおっしゃいました。なぜなら、ど

んな場所、組織、環境でも性暴力は起こりう

るからです。 

 千穂さんが「それなりの教育を受けている

人であれば、被害に気づいたときに『ここへ

行けば適切なケアを受けられる』と教えるこ

とができる」と話されていたのが印象的でし

た。日本の場合、性被害に遭った子どもがい

たときにどう対応すれば良いのか、また、ど

ういった機関につなげれば良いのかを知識と

してインプットしている大人はあまりいない

ように思います。 

 また、虐待の中でも最も見つけづらい性虐

待について、周囲が気づいたきっかけとして、

「急に喋らなくなった」「スカートをいつも気

にしている様子が見えた」といった例を挙げ

られていました。学童保育に貼られる「PANTS

（パンツ）」のポスターで、子どもに対して、

「プライベートゾーンはプライベート」「NO
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は絶対に NO」といった性、性暴力に関する知

識を教えているそうです。「PANTS」のルール

が大事なこと、というのは子どもにとってイ

ンパクトが強く、覚えやすいそうです。 

 このほか、イギリスでは子どもと２時間以

上過ごす仕事をする人には、虐待を発見し通

報するための「セーフガーデングトレーニン

グ」が義務付けられ、２年に１回受けなけれ

ばいけないといったお話もありました。 

 

性暴力被害者の支援システム  

 オックスフォード大学医療人類学部の客員

研究員、モルナー祐子さんからは、イギリス

の性暴力被害者支援システムについて説明が

ありました。 

 「非専門の組織や機関」「警察」「専門の相

談機関」が連携し、どの機関も、性暴力被害

者をケアにつなげるための導線があるという

お話です。具体的には、下記のような連携で

す。 

（１）非専門の組織・機関……保育園・学校

や、医療機関、その他のコミュニティーなど。

担当者は性暴力・DV・虐待・暴力の被害者を

早期発見・対応する訓練を受ける。訓練は行

政や専門支援機関が行う。被害に気づいた人

は、状況に応じて、（２）または（３）に通報

や紹介を行う。 

（２）警察……事情聴取や、性暴力を受けた

ことの証言書を作成。医療検査を行う。また、

裁判所のウィットネスサービスにつなぎ、必

要があればヴィクティムサポート（犯罪被害

者支援機関）を紹介する。 

（３）専門の組織・機関……医療検査や、主

に短期の医療心理支援を行う SARC（性暴力被

害者専門医療機関）、短期から中長期の心理支

援、社会的支援を行う、性暴力被害者専門支

援機関。 

 

勉強会を振り返って  

 後から振り返っての感想ですが、初日に日

本語でレクチャーを受けられたことは大変有

意義でした。初日の勉強会を開いていただけ

たことで、その後の視察が、より実のあるも

のになったと感じています。
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Ⅲ－１２ メディア昼食会（7 月 9 日） 

 ７月９日昼、英国で活躍する２名のジャー

ナリストと、昼食をとりながら懇談をしまし

た。 

開催の経緯  

 この昼食会は、英国でのメディアの状況を

知りたいという思いから、外務省のご協力を

得て、現地メディアとの懇談の場を設定して

いただくことができました。人数が限られる

ため、日本側からはメディアに携わる立場の

５人と通訳の方の計６人で参加しました。場

所はビクトリア駅近くの、おしゃれなレスト

ランでした。 

主な話題  

英国側から参加くださったのは、英国の通

信社「Press Association」で法律家として編

集長（legal editor）を務めている Mike Dodd

さんと、大手新聞「The Guardian」の上級記

者の Karen McVeigh さん。二人とも気さくな

方で、ざっくばらんに話が進みました。 

 最初に議論になったのは、被害者や加害者

の匿名などについてです。性犯罪の被害者の

匿名については、被害者が匿名を望んだ場合

にはそれが保証される仕組みがあり、逆に被

害者が実名を公表したい場合には、報道に際

してそれを書面に残すなど明確な手続きが行

われるとのことでした。また、被害者保護の

観点として、SNS などで被害者以外の人間が

被害者の名前をさらすなど匿名性が守られな

かった場合は罰せられるとの話も出ていまし

た。一方、加害者の匿名報道は一般的ではな

く、親子間での性犯罪が報じられる場合など

も、加害者を実名報道し、被害者との関係を

伏せることなどの説明もされました。 

これらのことについて日本側の参加者から

は「報道するかしないかのラインを最初にし

っかりと被害当事者に判断してもらうという

のも日本と大きく違うなと思った」「逆にそれ

だけ被害者が実名で発言することがあるのだ

と感じた。実名で発言することが、ひとつの

選択として日本よりずっと当然視されていて、

支えられているように思った」などの意見が

寄せられました。 

また、お二人が「告発することの意義」に

ついても熱く語ってらっしゃったのは印象的

でした。私たちが、「時効はないとはいえ、時

間が経ってからの事件化は難しい。それでも

被害を告発するモチベーションとはなんだろ

うか」と尋ねた際、コソボ紛争時の取材の話

が出てきました。戦時下のレイプ被害者で２

０年以上言えなかった人がいたが、話すこと

で正義を得る。解放される。法で裁かれない

ことこそ語る意味がある、と。また、１人が

告発することが、MeToo となって広がってい

くという趣旨のお話もされていました。 

そのほか、2003 年の法改正についての話も

印象的でした。渡英前、私たちは 2003 年の法

改正について、英国の性犯罪に大きな影響を

与え、それゆえにメディアでも大きな議論が

起きたのではないかと想像していました。し

かし、実際にお二人にお話を伺うと、当時は

反対の意見はあまり出ず、そこまで大きな議

論は起きなかったとのことでした。もちろん、

その後に「同意」についてや飲酒時のセック

スなどについて、大学などで教育が進んでい

ったとのことでしたが、お二人は懇談の端々

で 1970～90 年代の法改正などについても触

れており、2003 年の法改正だけが特別に際立

ってインパクトのあったものではなかったよ

うな印象も受けました。 

 それ以外にも、日本側の参加者からは「ほ

かの視察場所ではほとんど『冤罪』の議論を
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聞かなかったが、メディアのランチミーティ

ングでは『女性が男性を騙す場合もある』と

いう話が割と強調されていたかなと思った」

「Mike さんのように法曹資格を持ったジャ

ーナリストがいるんだなあ、とちょっと珍し

く思った」などの感想も聞かれました。 

 昼食会は２時間ほどでしたが、一つひとつ

のテーマについてお二人が具体的に率直にお

話をしてくださり、あっという間のひととき

でした。英国の第一線で活躍されているジャ

ーナリストが、こうして我々のために時間を

割き、お話しくださったことに一同深く感謝

しております。 

 

 

 

Ⅲ－１３ メディア昼食会（7 月 11 日） 

 

7 月 11 日昼、ロンドン在住の日本人ジャー

ナリストの方々と、日本食レストランでラン

チをご一緒しました。 

 このランチミーティングは、英国在住の国

際ジャーナリスト（元産経新聞ロンドン市局

長）の木村正人さんが、今回の視察を知って

お声がけくださったことにより実現しました。 

 木村さんご夫妻のほか、同じく在英ジャー

ナリストの小林恭子（ぎんこ）さん、木村さ

んの知人でフリージャーナリストの英国人女

性も一緒でした。視察メンバーは、メディア

関係者がメインでした。 

 この視察の直前に、BBC で伊藤詩織さんを

取材したドキュメンタリーが放送されたこと

もあり、英国在住者から、日本の性犯罪刑法

についてや、性に関するモラルの話について

聞かれました。 

 「日本ではレイプに執行猶予付き判決が出

ることがある。量刑が軽いし、それが報道さ

れていないのでは？」とたずねられました。

また、大学生による集団レイプ事件や、犯行

現場で被害者の動画が撮影されていることに

ついて、「もっと問題意識を持たないといけな

い」という話が出ました。 

「イギリスでは 1960 年代頃に日本と同じ

ような状況で、90 年代に変えていった。改善

努力が必要。ただ、こういうことを言うのは、

日本の文化を否定したいわけではないと理解

してほしい」というお話が印象的でした。 

 告発した女性や、被害者側に立った報道を

した女性ジャーナリストがネット上で攻撃さ

れることについてや、フェミニズムの考え方

が日本では根付いておらず、「フェミニスト」

は極端な考え方の人たちと考えられているこ

となども話題に上がりました。 

 1 時間ほどの短い時間でしたが、木村さん

も小林さんも、とても話しやすい雰囲気の方

で、とても楽しいひとときでした。このあと、

木村さんご夫妻、小林さんと一緒に、大和日

英基金のイベントに向かいました。 
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 Ⅲ  大和日英イベント  
 

 

別現地イベント① 

トークイベント 

「同意がないセックスでもレイプにならない、日本の刑法を変えたい！」 

協力：大和日英基金 

  

  

 

日本の性暴力被害者をとりまく現状や制度のおかしさを、イギリスと比較しなが

らお伝えしました。 

そして、どうしたら日本の刑法性犯罪見直しを後押しできるか、そのヒントを参加

者らと考えました。 

 また、Spring がインタビュー協力をしている、“性暴力の被害経験に関する質的研

究チーム”から、 

「日本の女性にとっての性交『同意』とは？」について、学会発表の様子も報告を

しました。 

 
 
 まとめ： 
一般社団法人 Spring   早乙女 祥子（理事 / 被害当事者 / ファンドレイザー） 
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トークイベント 

開催概要  

  

2018 年 7 月 11 日午後、「同意がないセック

スでもレイプにならない、日本の刑法を変え

たい！」というテーマでトークイベントを開

催しました。会場は、本視察の助成元である

大和日英基金にご提供いただき、ロンドンに

ある Daiwa Foundation Japan House で行い

ました。シックで美しい建物と内装に視察メ

ンバー一同感激をしたと同時に、平日午後に

も関わらず定員 40 名が満席となったのを見

て、この問題への関心の高さがうかがえまし

た。 

 イベント参加者は在英邦人の方々が多かっ

た印象ですが、日本語話者以外の方もいらし

たため、プレゼン資料は英語で表示し、発表

はパネリストが日本語で話したことを、通訳

を介し英語で行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本イベントの開催趣旨は下記の通りです。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

 2017 年 6 月、110 年ぶりに日本の刑法性犯

罪が大幅に改正されました。大きな一歩では

あったものの、未だ改善点が残っています。

例えば、今回の改正で「暴行脅迫要件」加害

者による暴行や脅迫に対して、必死に抵抗し

た証拠がないとレイプと認められないことは

改正されず、その他にも、子どもの時の性被

害が時効を過ぎていたら罪に問えないこと

や、パートナーからの性加害が性犯罪として

認められにくいことなど、未だ多くの課題が

あります。 

 性暴力被害者等を中心とした当事者団体で

ある一般社団法人 Spring は、そんな課題を

解決するために活動しています。刑法改正に

取り組んだビリーブ・キャンペーンでは、

Spring の前身である性暴力と刑法を考える

当事者の会、明日少女隊、しあわせなみだ、

ちゃぶ台返し女子アクションの 4 団体で、ロ

ビイング活動、イベント開催、署名活動
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（50,000 人以上の方が署名した後、金田法

務大臣(当時)に提出）、オンラインキャンペ

ーン等を展開し、日本の主要メディアにも

度々取り上げられました。 

 そんな Spring メンバーが、記者・臨床心

理士・弁護士等の方々と一緒に、今後の活動

へのヒントをもらいにイギリスに視察に来る

こととなりました。この機会に合わせて、

Spring メンバーと視察団のトークイベント

を開催します。Spring メンバーは、性暴力

の実態に即した法律が作られるように、当事

者として活動しています。このイベントで

は、日本における性暴力・性犯罪の実情やア

クティビズムだけではなく、日本のジェンダ

ー観や法律と現実のギャップ、どうやったら

サバイバーにとって安全な社会が作れるのか

など、様々な観点から興味深いイベントにな

る予定です。   

ーーーーーーーーーーーーーーーー（以上） 

刑法改正で、叶わなかった論点   

「暴行・脅迫要件」を変えたい 

Spring からは、代表理事：山本 潤が登壇

しました。日本の性暴力被害者をとりまく現

状を始め、前回の刑法性犯罪改正実現までの

プロセス、積み残された課題、被害者支援の

日英比較を約 20 分程度でお伝えしました。

一般参加者の方々からは「これは、本当に今

の日本のことなの？」といった驚きと戸惑い

の反応が沸き起こりました。そして、日本を

離れて数十年経っている方々からは、「母国

日本のために何か力になりたい」という声が

寄せられました。 

 

 

 

 

 

Ⅲ-15 質的調査報告内奥資料 
日本の女性にとっての性交「同意」と
は？性暴力の被害経験に関する質的研究
チーム 

 本イベントでは、一般社団法人 Spring 山

本潤からの発表に加え、「望まない性交」に

ついてインタビュー調査を行った研究者チー

ムが、研究報告をしました。研究者チームの

登壇者は、オックスフォード大学所属の心理

学者：大竹モルナー裕子さん、および目白大

学所属の臨床心理士：齋藤梓さんです。

Spring スタッフの一部はこの研究にインタ

ビュー協力をしており、その成果をこうして

一般の方にお伝えできる、貴重な機会となり

ました。当日発表した内容は、以下の論文に

まとまっています。 

 

Ⅲ-15 質的調査報告内容資料 
 

【紀要】 

北海道大学公共政策 

http://hdl.handle.net/2115/74441 

齋藤梓・大竹裕子，2019，当事者にとっての

性交「同意」とは : 性暴力被害当事者の視

点から望まない性交が発生するプロセスをと

らえる，年報公共政策，13，185－205 

http://hdl.handle.net/2115/74441
http://hdl.handle.net/2115/74441
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一般参加者との Q&A 
「日本は先進国なのに、人権においてはこ
んなに遅れているなんて、信じられない」  

 イベント後半では、一般参加者とパネリス

トとの Q&A タイムを設けました。日本と英国

の状況があまりに違いすぎ、どこから質問を

していいのやら…という雰囲気でしたが、会

場からは、現状を打破するために感じている

課題は何か、Spring が今必要としている支援

は何か、など日本でイベントをする時とまま

たパネリストの発表内容への質問に加え、性

暴力被害に関する日本の報道のあり方や日本

の司法制度等にも質問が及びました。Spring

視察団の構成メンバーにはメディア関係者・

弁護士・臨床心理士らもいることから、それ

ぞれの視点で、今抱えている課題や解決策へ

の案などを、共有しました。 

 

 

 「性暴力」と言っても、その立場によって

感じることは様々です。当事者をはじめ様々

なフィールドで活動している視察団メンバー

ならではの、複数の視点にたったイベントと

なりました。平日午後の開催であったため、

イベントへお越しいただくことが難しかった

方々や、日本でもこのイベント内容を聞きた

かったという声が寄せられました。Spring と

しても、ぜひ一人でも多くの方に見ていただ

けるよう、オンライン公開をしております。

宜しければご覧ください。 

https://youtu.be/WUR5Uu3Bpig

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WUR5Uu3Bpig
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